
Title 中国における反革命粛清運動と「一九五七年体制」の起源(上)
Sub Title Mao's purges of counterrevolutionaries and origins of "1957 System" in China (1)
Author 高橋, 伸夫(Takahashi, Nobuo)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication year 2017

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.90, No.8 (2017. 8) ,p.1- 32 

JaLC DOI
Abstract
Notes 論説
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00224504-20170828-

0001

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


1

中国における反革命粛清運動と「一九五七年体制」の起源（上）

中
国
に
お
け
る
反
革
命
粛
清
運
動
と
「
一
九
五
七
年
体
制
」
の	

　

起
源
（
上
）

高　
　

橋　
　

伸　
　

夫

は
じ
め
に

　

こ
の
小
論
の
目
的
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
一
九
五
〇
年
代
後
半
の
中
国
に
お
け
る
「
隠
れ
た
反
革
命
分

子
」（
中
国
語
で
は
「
暗
蔵
的
反
革
命
分
子
」）
粛
清
運
動
の
実
態
を
、
近
年
利
用
可
能
と
な
っ
た
新
た
な
資
料
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に

は
じ
め
に

１
．
運
動
の
概
要
と
起
源

２
．
運
動
の
設
計
と
基
本
的
な
思
想

	
（
以
上
、
本
号
）

３
．
過
程

結
論
―
―
反
革
命
粛
清
運
動
と
「
一
九
五
七
年
体
制
」
の
形
成
―
―

	

（
以
上
、
九
十
巻
九
号
）
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し
な
が
ら
、「
一
九
五
七
年
体
制
」
の
起
源
に
つ
い
て
、
全
面
的
で
は
な
い
に
し
て
も
、
若
干
の
新
し
い
理
解
を
提
示
す
る
こ
と
で

あ
る）1
（

。
現
代
中
国
の
歴
史
に
お
い
て
、
一
般
に
百
花
斉
放
・
百
家
争
鳴
（
双
百
）
か
ら
反
右
派
闘
争
へ
の
転
換
、
あ
る
い
は
整
風
運

動
か
ら
反
右
派
闘
争
へ
の
転
換
と
し
て
知
ら
れ
る
一
九
五
六
年
か
ら
五
七
年
に
お
け
る
政
治
的
展
開
が
、
一
種
の
分
水
嶺
を
形
作
っ

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
多
く
の
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
転
換
の
結
果
出
来
上
が
っ
た
政
治
的
・
社
会
的
・
心
理
的
な
特
徴

の
組
み
合
わ
せ
を
、
中
国
の
文
学
者
で
あ
る
銭
理
群
は
「
五
七
体
制
」
と
呼
ん
だ）2
（

。
筆
者
も
こ
の
言
葉
を
借
り
て
、
一
九
五
〇
年
代

半
ば
に
中
国
で
生
ま
れ
た
体
制
を
「
一
九
五
七
年
体
制
」
と
呼
ん
で
お
こ
う
と
思
う
。
こ
の
体
制
は
、
筆
者
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
次

の
い
く
つ
か
の
特
徴
を
あ
わ
せ
も
っ
て
い
た
。

　

第
一
に
、
そ
れ
は
継
続
革
命
論
を
支
配
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
主

義
か
ら
共
産
主
義
へ
至
る
全
過
程
に
お
い
て
、
階
級
闘
争
は
継
続
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
に
従
え
ば
、
社
会
主

義
に
移
行
し
た
と
し
て
も
、
銭
理
群
が
い
う
よ
う
に
、
人
が
集
ま
る
と
こ
ろ
必
ず
左
派
、
中
間
派
、
右
派
が
お
り
、
階
級
闘
争
が
続

く
で
あ
ろ
う）（
（

。
こ
の
闘
争
の
主
要
な
場
が
思
想
で
あ
る
と
さ
れ
た
以
上
、
こ
の
体
制
は
人
々
の
思
想
的
・
政
治
的
態
度
を
問
い
続
け
、

そ
れ
に
基
づ
き
人
々
を
政
治
的
に
区
分
し
た
う
え
で
、
そ
の
区
分
に
応
じ
た
扱
い
方
を
し
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
党
に
よ
る
一
元
的
で
超
越
的
な
支
配
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
体
制
の
下
で
は
、
一
九
五
六
年
に
毛
沢
東
が
提
起
し
た
民
族

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
や
知
識
人
の
グ
ル
ー
プ
と
の
長
期
共
存
・
相
互
監
督
な
ど
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。
共
産
党
は
ラ
イ
バ
ル
も
い
な

け
れ
ば
、
対
等
の
立
場
に
立
っ
た
パ
ー
ト
ナ
ー
も
い
な
い
圧
倒
的
な
権
力
を
握
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
超
越
的
な
存
在
と
な
っ

た
党
権
力
は
、
社
会
の
全
面
的
統
制
に
乗
り
出
し
、
社
会
か
ら
自
発
的
組
織
が
ほ
ぼ
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。

　

第
三
に
、
社
会
的
・
心
理
的
な
次
元
に
お
い
て
、
こ
の
体
制
は
内
部
と
外
部
に
つ
ね
に
強
力
な
敵
―
―
そ
れ
ら
は
つ
ね
に
結
託
し

て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
―
―
を
想
定
し
続
け
、
人
々
を
絶
え
ざ
る
緊
張
状
態
の
も
と
に
置
い
た
。
こ
の
緊
張
状
態
の
な
か
で
、

人
々
は
継
続
的
に
政
治
活
動
と
生
産
活
動
と
に
駆
り
立
て
ら
れ
た
と
同
時
に
、
権
力
に
対
す
る
反
抗
が
未
然
に
防
が
れ
た
の
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
た
「
一
九
五
七
年
体
制
」
は
、
強
力
な
持
続
力
を
備
え
て
い
た
。
そ
れ
は
一
九
七
六
年
に
お
け
る
毛

沢
東
の
死
に
よ
っ
て
も
全
面
的
に
は
崩
壊
せ
ず
、
依
然
と
し
て
今
日
の
中
国
の
体
制
の
重
要
な
部
分
を
形
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
体
制
は
、
一
九
四
九
年
に
お
け
る
中
国
革
命
勝
利
の
必
然
的
帰
結
で
あ
っ
た
と
は
必
ず
し
も
い

え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
以
上
の
特
徴
と
は
か
な
り
異
な
る
性
格
を
も
っ
た
体
制
の
構
築
が
、
た
し
か
に
模
索
さ
れ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
五
六
年
に
毛
沢
東
は
民
主
諸
党
派
と
の
長
期
共
存
・
相
互
監
督
を
唱
え
た
だ
け
で
な
く
、
党
内
に
二
つ
の
派

閥
を
設
け
る
こ
と
を
提
案
し
た）（
（

。
加
え
て
、
彼
は
共
産
党
以
外
の
政
党
の
容
認
を
示
唆
し
、
あ
る
種
の
政
治
的
複
数
主
義
に
傾
き
か

け
た
。
同
年
四
月
二
五
日
の
中
央
政
治
局
拡
大
会
議
で
行
わ
れ
た
彼
の
有
名
な
演
説
「
十
大
関
係
論
」
の
次
の
一
節
を
思
い
起
こ
そ

う
。「
結
局
、
ひ
と
つ
の
党
が
あ
る
の
が
よ
い
か
、
い
く
つ
か
の
党
が
あ
る
の
が
よ
い
か
。
今
か
ら
み
れ
ば
、
や
は
り
い
く
つ
か
の

党
が
あ
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。
た
ん
に
以
前
そ
う
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
か
ら
も
そ
う
で
あ
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。
ず
っ
と
将
来
、

す
べ
て
の
党
派
が
自
然
消
滅
す
る
と
き
ま
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。
共
産
党
と
民
主
諸
党
派
は
長
期
共
存
、
相
互
監
督
す

る
の
が
有
益
で
あ
る
」）（
（

。
さ
ら
に
い
え
ば
、
彼
は
死
刑
の
廃
止
に
ま
で
言
及
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
後
述
）。
し
た
が
っ
て
、「
一
九

五
七
年
体
制
」
は
、
こ
れ
ら
の
可
能
性
の
断
念
の
う
え
に
出
来
上
が
っ
た
体
制
で
あ
っ
た
と
い
い
う
る
。

　

こ
の
よ
う
な
体
制
が
い
か
に
構
築
さ
れ
た
か
を
、
従
来
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
反
革
命
粛
清
運
動
（
以
下
、
煩
雑
さ
を
避
け

る
た
め
に
、
粛
反
と
記
す
）
の
展
開
を
考
慮
に
入
れ
て
再
考
す
る
の
が
、
こ
の
小
論
の
趣
旨
で
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
筆
者
の
結
論
を

簡
単
に
述
べ
て
お
け
ば
、
こ
う
で
あ
る
。「
一
九
五
七
年
体
制
」
は
一
九
五
五
年
夏
に
始
ま
る
反
革
命
粛
清
運
動
を
通
じ
て
形
成
さ

れ
た
。
こ
の
運
動
は
、
合
法
性
に
代
え
て
テ
ロ
ル
を
政
治
運
営
の
基
礎
に
定
め
、
そ
の
基
礎
の
う
え
に
政
治
権
力
へ
の
反
抗
を
未
然

に
食
い
止
め
る
と
同
時
に
、
人
々
を
社
会
主
義
建
設
へ
全
面
的
に
動
員
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
大
規
模
な
粛
清
は
一
九
五

六
年
春
以
降
の
毛
沢
東
に
よ
る
ス
タ
ー
リ
ン
型
と
は
異
な
る
独
自
の
社
会
主
義
を
構
築
す
る
た
め
の
実
験
に
よ
っ
て
規
模
が
縮
小
さ

れ
る
が
、
あ
た
か
も
執
拗
低
音
の
よ
う
に
持
続
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
五
七
年
春
に
主
席
の
実
験
が
失
敗
に
終
わ
る
と
、
反
革
命
粛
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清
運
動
は
反
右
派
闘
争
と
一
体
と
な
っ
て
展
開
さ
れ
、
体
制
の
全
体
主
義
化
が
一
挙
に
進
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

１
．
運
動
の
概
要
と
起
源

　

一
九
五
五
年
夏
か
ら
一
九
五
九
年
秋
に
か
け
て
、
中
国
全
土
で
「
隠
れ
た
反
革
命
分
子
」
を
摘
発
す
る
大
規
模
な
政
治
運
動
が
展

開
さ
れ
た
。
奇
妙
な
こ
と
に
、
こ
の
運
動
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
の
歴
史
書
は
記
述
な
し
で
済
ま
せ
る
か
、
そ
れ
と
も
た
ん
に
「
胡

風
反
革
命
集
団
」
摘
発
の
余
波
と
し
て
扱
う
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た）（
（

。
中
国
共
産
党
に
よ
る
公
式
の
歴
史
で
あ
る
中
共
中
央
党
史

研
究
室
編
『
中
国
共
産
党
歴
史
』
第
二
巻
（
一
九
四
九
︲
一
九
七
八
）
上
冊
に
は
、
こ
の
運
動
の
背
景
と
結
果
に
つ
い
て
、
い
く
ら

か
記
載
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
運
動
は
、

（
１
）
一
九
五
三
年
末
か
ら
、
二
、
三
年
を
費
や
し
て
行
う
予
定
で
あ
っ
た
幹
部
審
査
に
起
源
が
あ
り
、
こ
の
運
動
の
延
長
線
上

で
開
始
さ
れ
た
。

（
２
）
一
九
五
四
年
か
ら
五
五
年
に
か
け
て
、
高
崗
・
饒
漱
石
事
件
、
楊
帆
事
件
、
潘
漢
年
事
件
、
胡
風
事
件
が
連
続
し
て
生
じ

た
こ
と
が
、
当
時
の
党
指
導
部
に
、
社
会
主
義
の
発
展
に
伴
い
階
級
闘
争
は
必
然
的
に
先
鋭
化
し
、
複
雑
化
す
る
と
の
確

信
を
与
え
た
。

（
３
）
こ
の
運
動
は
「
慎
重
に
、
基
本
的
に
健
全
」
な
形
で
行
わ
れ
、
人
民
内
部
の
団
結
を
高
め
る
と
同
時
に
、
反
革
命
分
子
が

破
壊
活
動
を
行
う
間
隙
を
ふ
さ
い
だ
。

（
４
）
一
九
五
七
年
末
に
基
本
的
に
収
束
し
た
。

（
５
）
運
動
は
、
一
九
五
七
年
七
月
一
八
日
『
人
民
日
報
』
社
説
が
述
べ
る
通
り
、
反
革
命
分
子
八
一
、〇
〇
〇
人
を
洗
い
出
し
、

そ
の
う
ち
現
行
の
反
革
命
分
子
は
三
、八
〇
〇
人
余
り
で
あ
っ
た）7
（

。
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だ
が
、
こ
の
よ
う
な
記
述
は
、
と
う
て
い
歴
史
の
探
究
者
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
い
ま
や
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
運
動
の

実
態
を
物
語
る
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
資
料
群
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
六
〇
年
夏
に
運
動
を
総
括
し
た
あ
る
文
書
に
よ

れ
ば
、
一
九
五
九
年
ま
で
継
続
し
た
こ
の
運
動
に
は
、
終
了
す
る
ま
で
に
全
国
で
五
、一
〇
三
万
人
が
参
加
し
た
。
こ
の
運
動
は
六

二
九
、六
二
一
人
の
反
革
命
分
子
お
よ
び
そ
の
他
の
悪
質
分
子
を
洗
い
出
し
、
そ
の
う
ち
五
三
三
、五
七
二
名
が
す
で
に
何
ら
か
の
形

で
処
分
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
運
動
は
六
二
五
万
人
余
り
の
政
治
的
経
歴
の
問
題
を
明
る
み
に
出
し
た
と
い
う）8
（

。
別

の
文
書
に
よ
れ
ば
、
粛
反
は
一
九
五
五
年
夏
に
開
始
さ
れ
て
か
ら
翌
年
一
二
月
初
旬
ま
で
に
、
そ
の
衝
撃
に
よ
り
四
、二
七
一
名
も

の
自
殺
者
を
生
ん
だ
の
で
あ
っ
た）9
（

。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
運
動
を
た
ん
な
る
歴
史
の
脚
注
に
と
ど
め
て
お
く
べ
き
で
は
な
い
。

そ
れ
は
百
花
斉
放
・
百
家
争
鳴
、
整
風
運
動
、
反
右
派
闘
争
、
大
躍
進
運
動
に
先
行
し
、
そ
し
て
そ
れ
ら
と
並
行
的
に
展
開
さ
れ
、

そ
れ
ら
の
陰
に
隠
れ
て
見
え
に
く
く
な
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
巨
大
な
運
動
で
あ
っ
た
と
い
い
う
る
。

　

こ
の
運
動
が
全
国
に
号
令
さ
れ
た
の
は
、
一
九
五
五
年
七
月
一
日
の
党
中
央
の
指
示
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た）（（
（

。
中
央
公
安
部
長
の
羅

瑞
卿
が
後
に
述
べ
る
と
こ
ろ
、「
一
九
五
五
年
四
月
、
毛
主
席
の
三
月
党
全
国
代
表
会
議
に
お
け
る
、
計
画
的
に
、
分
析
的
に
、
実

事
求
是
で
再
び
反
革
命
残
余
勢
力
に
打
撃
を
与
え
よ
と
の
指
示
に
基
づ
き
、
各
地
で
反
革
命
を
鎮
圧
す
る
闘
争
を
深
め
る
さ
ま
ざ
ま

な
準
備
工
作
が
積
極
的
に
展
開
さ
れ
た
。
六
月
に
な
っ
て
、
こ
の
闘
争
は
急
速
に
巨
大
な
規
模
の
大
衆
運
動
に
発
展
し
た
」
の
で

あ
っ
た）（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
粛
反
は
一
九
五
五
年
春
、
毛
沢
東
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
、
約
三
ヵ
月
の
準
備
期
間
を
経
た
後
に
全
国
的
な

運
動
と
し
て
開
始
さ
れ
た
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
党
中
央
が
一
九
五
五
年
二
月
、
前
年
末
に
中
央
公
安
部
に
よ
っ

て
作
成
さ
れ
た
「
一
九
五
五
年
公
安
計
画
」
に
対
し
て
付
し
た
コ
メ
ン
ト
に
は
、「
全
国
的
範
囲
内
で
の
広
大
な
大
衆
的
性
格
を
も

つ
反
革
命
鎮
圧
運
動
は
、
す
で
に
終
了
し
た
。
公
安
工
作
は
す
で
に
経
常
的
な
工
作
に
移
っ
た
」）（（
（

と
記
さ
れ
て
お
り
、
大
規
模
な
粛

清
運
動
が
あ
ら
た
め
て
必
要
で
あ
る
と
の
切
迫
感
は
微
塵
も
な
か
っ
た
。
だ
が
、
三
ヵ
月
後
に
党
中
央
が
全
党
に
対
し
て
発
し
た
指

示
は
ま
っ
た
く
調
子
が
異
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
反
革
命
分
子
の
活
動
に
気
が
つ
か
な
い
党
内
の
一
部
の
同
志
の
間
に
「
極
端
に
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危
険
な
太
平
マ
ヒ
思
想
」
が
蔓
延
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
「
一
九
五
四
年
に
は
全
国
で
反
革
命
分
子
を
一
万
人
前
後
し
か
殺
さ
な

か
っ
た
。
こ
れ
は
反
革
命
分
子
に
対
す
る
打
撃
が
非
常
に
足
り
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、
明
ら
か
に
反

革
命
分
子
の
大
量
粛
清
を
予
告
す
る
も
の
で
あ
っ
た）（（
（

。

　

な
ぜ
こ
の
時
期
に
粛
反
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
一
九
五
五
年
夏
に
控
え
て
い
た
本
格
的
な
農
業
集
団
化
へ
の

抵
抗
を
未
然
に
防
い
で
お
く
こ
と
が
主
要
な
目
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
毛
沢
東
は
同
年
七
月

三
一
日
、
省
、
市
、
自
治
区
党
委
書
記
会
議
に
お
い
て
、
急
速
な
集
団
化
に
気
の
進
ま
な
い
中
央
農
村
工
作
部
長
の
鄧
子
恢
を
厳
し

く
批
判
し
な
が
ら
農
業
集
団
化
を
急
が
せ
た）（（
（

。
こ
の
と
き
、
毛
沢
東
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
ス
タ
ー
リ
ン
か
ら
学
ん
だ

―
―
あ
る
い
は
、
毛
が
独
自
に
到
達
し
た
認
識
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
―
―
「
社
会
主
義
段
階
で
の
階
級
闘
争
の
先
鋭
化
に
伴
い
、
反

革
命
活
動
が
必
然
的
に
さ
ら
に
激
烈
と
な
る
と
い
う
客
観
法
則
」）（（
（

で
あ
っ
た
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
十
分
に
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
あ
る

が
、
中
国
の
指
導
者
た
ち
は
ロ
シ
ア
人
か
ら
、
社
会
主
義
改
造
の
過
程
に
お
い
て
社
会
を
最
も
不
穏
な
状
態
に
さ
せ
る
の
は
、
農
業

集
団
化
で
あ
る
と
告
げ
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い）（（
（

。
も
し
こ
の
推
論
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
一
九
五
五
年
春
に
発
覚
す
る
一
連
の

「
反
革
命
事
件
」
は
、
あ
ら
た
め
て
解
釈
し
な
お
す
余
地
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
「
反
革
命
事
件
」
の
首
謀
者
た
ち
は
、
こ

れ
か
ら
大
々
的
に
展
開
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
粛
反
を
効
果
的
に
行
う
た
め
の
生
贄
に
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

反
革
命
粛
清
運
動
の
狼
煙
を
上
げ
た
一
九
五
五
年
七
月
一
日
の
党
中
央
の
指
示
は
、
反
革
命
分
子
が
わ
れ
わ
れ
の
「
肝
臓
里
」
に

入
り
込
ん
で
い
る
例
と
し
て
、
一
九
五
四
年
か
ら
五
五
年
に
か
け
て
相
次
い
で
起
き
た
事
件
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
高

崗
・
饒
漱
石
反
党
集
団
は
党
と
国
家
の
最
高
権
力
を
簒
奪
す
る
こ
と
を
目
論
ん
だ
。
潘
漢
年
・
楊
帆
反
革
命
集
団
は
主
と
し
て
公
安

機
関
と
い
う
重
要
な
部
門
で
わ
れ
わ
れ
と
闘
争
を
行
っ
た
。
そ
し
て
胡
風
反
革
命
集
団
は
思
想
文
芸
戦
線
か
ら
党
の
指
導
を
覆
そ
う

と
し
た
」）（（
（

。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
れ
ら
三
つ
の
「
反
党
集
団
」
あ
る
い
は
「
反
革
命
集
団
」
が
引
き
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
事
件
だ

け
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
五
五
年
三
月
に
、
党
中
央
は
中
央
林
業
部
の
幹
部
に
し
て
労
働
模
範
、
さ
ら
に
は
朝
鮮
戦
争
の
英
雄
で
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あ
っ
た
李
万
銘
な
る
人
物
の
経
歴
が
ま
っ
た
く
の
で
た
ら
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
発
覚
し
た
事
件
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
注
意
を
促

し
て
い
た
。「
李
万
銘
の
案
件
は
、
ご
ろ
つ
き
、
ペ
テ
ン
師
が
わ
れ
わ
れ
の
党
内
お
よ
び
高
級
国
家
機
関
に
潜
り
込
み
、
長
期
に
わ

た
っ
て
詐
欺
行
為
を
働
い
た
非
常
に
深
刻
な
事
件
で
あ
る
。
こ
れ
と
似
た
案
件
は
今
年
に
入
っ
て
す
で
に
数
回
起
き
て
お
り
、
い
ま

だ
に
発
覚
し
て
い
な
い
も
の
も
き
っ
と
ま
だ
あ
る
で
あ
ろ
う
」）（（
（

。
こ
れ
ら
の
事
件
は
、
毛
沢
東
お
よ
び
そ
の
他
の
指
導
者
た
ち
に

よ
っ
て
、
党
の
指
導
に
対
す
る
真
に
深
刻
な
脅
威
と
し
て
認
識
さ
れ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
の
可
能
性
は
た
し
か
に
あ
る
。
上
述
の
「
客

観
法
則
」
が
彼
ら
の
思
考
の
参
照
枠
と
し
て
現
実
に
機
能
し
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
事
件
は
ま
さ
に
「
反
革
命
事
件
」
と
し
て

映
っ
た
で
あ
ろ
う
。
一
九
五
五
年
五
月
一
三
日
付
『
人
民
日
報
』
に
胡
風
事
件
に
関
す
る
長
文
の
資
料
が
掲
載
さ
れ
た
当
日
、
党
中

央
副
秘
書
長
の
楊
尚
昆
が
日
記
に
「
胡
風
集
団
が
長
期
に
わ
た
っ
て
党
を
憎
ん
で
き
た
反
革
命
集
団
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
も
な

い
！
」）（（
（

と
書
き
記
し
て
い
る
こ
と
は
、
中
国
革
命
に
お
い
て
も
起
こ
り
う
る
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
に
対
す
る
真
剣
な
警
戒
が
指
導
者
た
ち

に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
筆
者
に
は
、
一
九
五
五
年
春
に
暴
露
さ
れ
た
一
連
の
「
反
革
命
事
件
」
は
、
む
し
ろ
来
る
べ
き

粛
清
計
画
の
た
め
に
意
図
的
に
誇
張
さ
れ
、
脚
色
さ
れ
、
あ
る
場
合
に
は
「
作
成
さ
れ
た
」
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
高

崗
と
饒
漱
石
を
結
託
し
た
反
党
集
団
と
み
な
す
こ
と
は
ど
う
み
て
も
無
理
を
含
ん
で
い
た
し
、
ま
た
毛
沢
東
が
自
ら
編
集
を
命
じ
た

『
胡
風
反
革
命
集
団
的
材
料
』
が
、
単
行
本
と
し
て
七
六
二
万
九
千
部
印
刷
さ
れ
た
こ
と
も
異
様
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る）（（
（

。
そ
し
て

何
よ
り
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
九
五
五
年
春
に
は
、
反
革
命
分
子
の
逮
捕
計
画
が
す
で
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
明
ら
か
な
こ
と
は
、
粛
反
を
準
備
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
事
件
が
大
々
的
に
利
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

利
用
さ
れ
た
の
は
、
国
内
の
「
反
革
命
事
件
」
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
中
国
国
内
の
反
革
命
勢
力
は
、
必
ず
や
国
外
の
邪
悪
な
勢

力
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
認
識
（
あ
る
い
は
信
念
）
か
ら
し
て
、
中
国
社
会
が
、
必
ず
や
活
発
化
す
る
に
違
い
な
い
反
革
命
勢

力
の
活
動
に
対
す
る
警
戒
を
国
外
の
帝
国
主
義
勢
力
お
よ
び
国
民
政
府
に
対
す
る
警
戒
と
結
び
つ
け
る
よ
う
促
さ
れ
た
の
は
当
然
で
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あ
っ
た
。
折
し
も
、
一
九
五
五
年
四
月
一
一
日
、
香
港
を
出
発
し
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
向
か
っ
た
イ
ン
ド
航
空
の
カ
シ
ミ
ー
ル
・
プ
リ

ン
セ
ス
号
が
上
空
で
爆
破
さ
れ
た
。
こ
の
航
空
機
に
は
、
バ
ン
ド
ン
会
議
に
出
席
予
定
の
中
国
代
表
団
が
乗
っ
て
い
た
（
周
恩
来
は

こ
の
飛
行
機
に
は
乗
り
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
）。
事
件
発
生
後
、
中
国
政
府
は
た
だ
ち
に
、
何
の
根
拠
も
示
す
こ
と
な
く
、
事
件
は

ア
メ
リ
カ
お
よ
び
国
民
政
府
の
手
先
の
仕
業
で
あ
る
と
決
め
つ
け
、
国
民
政
府
を
厳
し
く
非
難
し
た
の
で
あ
っ
た）（（
（

。

　

一
九
五
五
年
夏
に
お
け
る
粛
反
の
開
始
は
、
中
華
人
民
共
和
国
史
に
関
す
る
よ
り
大
き
な
歴
史
的
展
望
の
な
か
へ
置
く
こ
と
が
有

益
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
新
中
国
に
お
け
る
反
革
命
勢
力
の
除
去
は
も
っ
と
早
い
時
点
か
ら
始
ま
っ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
レ
ー
ニ
ン
が
十
月
革
命
の
直
後
、「
ロ
シ
ア
の
土
地
か
ら
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
害
虫
を
駆
除
」
す
る
と
い
う
目
標

を
掲
げ
、
反
革
命
分
子
の
過
酷
な
弾
圧
に
乗
り
出
し
た
よ
う
に）（（
（

、
中
国
共
産
党
は
中
華
人
民
共
和
国
建
国
直
後
の
一
九
五
〇
年
一
〇

月
に
反
革
命
鎮
圧
運
動
（
以
下
、
便
宜
上
、
鎮
反
と
略
記
す
る
）
を
開
始
し
た
。
鎮
反
と
粛
反
は
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
こ
れ
ら
は
別
々
の
運
動
と
理
解
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

鎮
反
が
い
つ
収
束
し
た
か
に
つ
い
て
、
従
来
の
歴
史
書
の
記
述
は
、
中
国
共
産
党
の
公
式
の
党
史
を
含
め
て
曖
昧
で
あ
っ
た）（（
（

。
近

年
利
用
可
能
と
な
っ
た
資
料
を
検
討
す
る
と
、
鎮
反
は
第
一
次
五
ヵ
年
計
画
の
開
始
に
合
わ
せ
て
一
九
五
三
年
春
ま
で
に
は
終
了
さ

せ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
ま
ま
継
続
さ
れ
、
結
局
は
一
九
五
五
年
夏
の
粛
反
に
引
き
継
が
れ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

湖
北
省
公
安
庁
が
編
集
し
た
『
九
年
来
省
委
有
関
鎮
反
闘
争
的
指
示
及
歴
次
省
公
安
会
議
文
件
彙
編
』（
一
九
五
八
年
一
〇
月
）
は
、

湖
北
省
に
お
け
る
一
九
五
〇
年
か
ら
一
九
五
八
年
に
至
る
反
革
命
分
子
摘
発
の
様
子
を
、
時
間
の
経
過
に
従
っ
て
辿
る
こ
と
を
可
能

に
す
る
き
わ
め
て
興
味
深
い
資
料
集
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
湖
北
省
公
安
庁
は
一
九
五
二
年
八
月
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
鎮
反

の
成
果
に
ひ
と
ま
ず
満
足
し
、
運
動
を
一
九
五
三
年
か
ら
開
始
さ
れ
る
予
定
の
大
規
模
な
経
済
建
設
運
動
ま
で
に
収
束
さ
せ
る
べ
き

だ
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た）（（
（

。
実
際
、
湖
北
省
の
公
安
機
関
は
、
一
九
五
三
年
四
月
に
開
始
さ
れ
る
「
反
動
会
道
門
」
の
大
規

模
な
取
り
締
ま
り
を
「
鎮
反
を
終
わ
ら
せ
る
最
後
の
一
戦
」
と
定
め）（（
（

、
そ
し
て
目
標
通
り
の
成
果
を
あ
げ
た）（（
（

。
そ
の
後
、
湖
北
省
公



9

中国における反革命粛清運動と「一九五七年体制」の起源（上）

安
庁
は
、
す
で
に
終
了
し
た
鎮
反
工
作
の
成
果
の
点
検
に
取
り
か
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
九
五
四
年
二
月
、
風
向
き
は
突
如
変
化
し
た
。
同
省
公
安
機
関
の
文
書
は
「
刑
事
犯
罪
」
―
―
窃
盗
、
詐
欺
、
強

盗
、
殺
人
、
放
火
な
ど
―
―
が
増
え
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
た
後）（（
（

、
反
革
命
分
子
の
破
壊
活
動
の
活
発
化
に
対
し
「
緊
急
指

示
」
を
発
し
て
警
戒
と
対
処
を
呼
び
か
け
た）（（
（

。
中
国
共
産
党
湖
北
省
委
員
会
は
、
い
っ
た
ん
は
空
前
の
好
転
を
み
せ
た
と
思
わ
れ
た

治
安
の
悪
化
が
、
社
会
主
義
改
造
に
伴
う
急
速
な
経
済
的
・
社
会
的
変
化
に
由
来
す
る
と
認
識
し
て
い
た）（（
（

。
そ
の
た
め
、
湖
北
省
委

は
反
革
命
分
子
と
の
次
な
る
大
掛
か
り
な
闘
争
を
予
見
し
、
そ
れ
に
対
し
て
心
理
的
に
備
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
毛

沢
東
が
、
一
九
五
五
年
六
月
初
旬
の
「
胡
風
反
革
命
集
団
」
逮
捕
直
後
に
、
社
会
の
隅
々
に
潜
ん
で
い
る
反
革
命
分
子
を
摘
発
す
る

運
動
を
展
開
す
る
よ
う
命
じ
た
と
き
、
湖
北
省
の
公
安
機
関
は
、
お
そ
ら
く
そ
れ
を
ま
っ
た
く
新
た
な
闘
争
の
開
始
と
い
う
よ
り
、

鎮
反
の
継
続
だ
と
理
解
し
た
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
湖
北
省
の
公
安
機
関
は
、
党
中
央
が
一
九
五
五
年
七
月
一
日
に
前
述
の
粛
反
開
始

の
狼
煙
を
あ
げ
た
後
も
「
鎮
反
」
と
い
う
表
現
を
し
ば
ら
く
使
い
続
け
た
の
で
あ
っ
た）（（
（

。
湖
北
省
の
事
例
が
特
殊
な
も
の
で
な
か
っ

た
と
す
れ
ば
、
鎮
反
と
粛
反
は
、
時
期
的
に
も
、
ま
た
そ
れ
に
携
わ
っ
た
人
々
の
心
理
に
お
い
て
も
、
は
っ
き
り
し
た
切
れ
目
を
も

た
ず
、
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る）（（
（

。
同
省
の
事
例
が
示
唆
す
る
こ
と
は
、
反
革
命
鎮
圧
が
収
束
し
か
け
た
そ
の
瞬
間
に
、
毛
沢
東

が
新
た
な
反
革
命
粛
清
を
命
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

結
局
の
と
こ
ろ
、
毛
沢
東
と
共
産
党
は
一
九
五
〇
年
代
の
ほ
ぼ
全
期
間
に
わ
た
っ
て
「
害
虫
の
駆
除
」
に
躍
起
に
な
っ
て
い
た
の

で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
先
に
提
起
し
た
問
題
に
立
ち
返
ろ
う
。
反
革
命
勢
力
の
徹
底
的
な
除
去
が
、
勝
利
し
た
革
命
家
た

ち
の
い
わ
ば
本
能
に
属
す
る
と
し
て
も
、
中
国
の
指
導
者
た
ち
は
、
反
革
命
分
子
の
活
動
を
、
彼
ら
が
打
ち
立
て
た
ば
か
り
の
新
国

家
を
覆
す
可
能
性
の
あ
る
脅
威
と
し
て
真
に
恐
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
一
九
五
〇
年
代
前
半
に
お
い
て
は
旧
体
制
が
残

し
て
い
っ
た
反
革
命
分
子
を
、
そ
し
て
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
お
い
て
は
社
会
主
義
改
造
の
過
程
で
新
た
に
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
反
革

命
分
子
を
、
ほ
ん
と
う
の
脅
威
と
し
て
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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こ
の
点
を
疑
う
べ
き
理
由
は
あ
る
。
羅
瑞
卿
は
、
早
く
も
一
九
五
〇
年
一
月
に
「
人
民
公
安
機
関
の
一
年
に
わ
た
る
努
力
に
よ
っ

て
、
こ
う
し
た
盗
賊
匪
賊
は
基
本
的
に
粛
清
さ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
た）（（
（

。
ま
た
、
彼
を
批
判
す
る
目
的
で
文
化
大
革
命
中
に
編
集
さ

れ
た
あ
る
資
料
集
は
、
中
央
公
安
部
長
が
一
九
五
二
年
秋
か
ら
五
三
年
夏
に
か
け
て
、
反
革
命
の
鎮
圧
工
作
に
つ
い
て
そ
の
成
果
に

満
足
し
、
楽
観
的
な
展
望
を
語
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る）（（
（

。
さ
ら
に
羅
瑞
卿
は
一
九
五
五
年
末
か
ら
五
六
年
末
に
か
け

て
も
、
社
会
主
義
改
造
の
本
格
化
に
伴
い
、
反
革
命
分
子
た
ち
は
す
で
に
観
念
し
て
、
新
し
い
体
制
に
適
応
す
る
こ
と
を
模
索
し
始

め
た
と
繰
り
返
し
た
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
彼
の
一
九
五
六
年
三
月
二
九
日
の
第
三
回
検
察
工
作
会
議
で
の
発
言
は
こ
う
で
あ
る
。

「
現
在
、
反
革
命
分
子
と
各
種
の
犯
罪
分
子
と
の
闘
争
に
は
新
た
な
状
況
、
新
た
な
変
化
が
現
れ
て
い
る
。
こ
の
種
の
状
況
と
変
化

は
、
一
九
五
五
年
末
か
ら
す
で
に
現
れ
始
め
、
一
九
五
六
年
〔
一
月
二
三
日
〕
の
『
農
業
発
展
綱
要
〔
草
案
〕』
公
布
以
降
い
っ
そ
う

は
っ
き
り
と
し
、
い
っ
そ
う
確
か
な
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
新
た
な
状
況
の
主
要
な
特
徴
は
、
敵
対
勢
力
と
反
革
命
残
余
勢
力
の
内

部
に
大
き
な
分
化
が
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
種
の
分
化
の
速
度
と
深
度
は
、
い
ず
れ
も
わ
れ
わ
れ
の
も
と
も
と
の
予
測
を
超
え

て
い
た
」）（（
（

。
こ
の
よ
う
な
中
央
公
安
部
長
の
言
明
か
ら
み
て
、
か
く
も
長
い
期
間
に
わ
た
り
大
が
か
り
な
大
衆
運
動
を
展
開
し
、
反

革
命
分
子
を
摘
発
す
る
客
観
的
な
必
要
な
ど
実
際
に
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
五
五
年
春
の
時
点
に
お
け
る

中
国
内
外
の
状
況
の
急
迫
性
が
、
中
国
共
産
党
に
革
命
の
成
果
を
守
る
た
め
に
、
不
本
意
な
が
ら
粛
反
の
開
始
を
余
儀
な
く
さ
せ
た

の
だ
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
運
動
は
政
治
的
に
必
要
と
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
推
定
が
成
り
立
つ

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
民
衆
の
警
戒
心
を
高
め
、
彼
ら
を
緊
張
状
態
に
置
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
員
に
つ
ね
に
応
じ
ら
れ
る
状
態
に
し

て
お
く
と
と
も
に
、
起
こ
り
う
る
反
抗
を
未
然
に
封
じ
込
め
て
お
く
体
制
―
―
ま
さ
に
こ
れ
ら
は
冒
頭
で
述
べ
た
「
一
九
五
七
年
体

制
」
の
特
徴
で
あ
る
―
―
を
構
築
す
る
た
め
に
「
反
革
命
分
子
」
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
推
定
で
あ
る
。
こ
の
推
定
が
正
し
け
れ

ば
、
中
国
の
指
導
者
た
ち
は
反
革
命
分
子
を
恐
れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
必
要
と
し
て
も
い
た
―
―
現
実
に
そ
れ
が
存
在
し
よ
う
と

し
ま
い
と
―
―
の
で
あ
る
。
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た
し
か
に
、
第
一
次
五
ヵ
年
計
画
が
軌
道
に
乗
り
、
そ
し
て
農
業
集
団
化
を
本
格
的
に
始
め
よ
う
と
す
る
矢
先
に
、
多
く
の
大
衆

と
幹
部
を
巻
き
込
ん
だ
大
が
か
り
な
「
害
虫
」
駆
除
に
乗
り
出
し
た
の
は
、
い
さ
さ
か
奇
妙
に
思
わ
れ
る
。
一
般
に
、
経
済
建
設
と

大
が
か
り
な
政
治
運
動
を
両
立
さ
せ
る
の
は
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
、
粛
反
の
過
程
で
そ
の
よ
う
な
声
が
各
地
か
ら

あ
が
っ
た）（（
（

。
だ
が
、
毛
沢
東
に
は
何
の
た
め
ら
い
も
な
か
っ
た
。
大
衆
を
動
員
し
た
う
え
で
こ
の
種
の
運
動
を
行
え
ば
、
生
産
が
妨

げ
ら
れ
る
こ
と
は
彼
も
理
解
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
反
革
命
と
思
わ
れ
る
人
物
に
対
す
る
攻
撃
が
刑
罰
に
問
わ
れ
な
い
と
い

う
観
念
が
大
衆
の
間
に
広
ま
れ
ば
、
暴
力
が
広
範
に
誘
発
さ
れ
か
ね
な
い
こ
と
も
、
彼
は
過
去
の
経
験
か
ら
十
分
承
知
し
て
い
た
で

あ
ろ
う
。
だ
が
、
た
と
え
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
主
席
は
失
う
も
の
よ
り
得
る
も
の
の
ほ
う
が
は
る
か
に
大
き
い
と
考
え
て
い
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
一
九
五
五
年
一
〇
月
二
五
日
の
党
中
央
の
指
示
に
は
、
こ
の
運
動
は
党
員
と
大
衆
の
政
治
的
自
覚
を
大
い
に
高
め
、

中
間
的
お
よ
び
遅
れ
た
大
衆
を
動
員
し
、
党
と
大
衆
の
関
係
を
さ
ら
に
緊
密
化
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
記
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
も
し
毛
沢
東

が
本
気
で
そ
の
よ
う
に
信
じ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
彼
は
あ
る
意
味
で
、
社
会
主
義
建
設
を
実
態
の
不
確
か
な
―
―
場
合
に
よ
っ
て
は
、

存
在
さ
え
し
な
い
―
―
反
革
命
に
依
存
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
っ
て

指
摘
さ
れ
た
全
体
主
義
に
お
け
る
テ
ロ
ル
の
性
格
を
想
起
さ
せ
ら
れ
る
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、「
…
…
完
全
な
テ
ロ
ル
の
支
配
は
、
そ

の
対
象
と
な
る
べ
き
（
そ
し
て
ま
た
独
裁
政
治
の
最
初
の
段
階
に
お
い
て
は
現
実
に
対
象
と
さ
れ
た
）
反
対
派
の
す
べ
て
が
消
滅
し
た
後

に
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
る
」）（（
（

。
暴
力
を
通
じ
た
反
対
派
の
物
理
的
な
除
去
が
事
実
上
終
了
し
た
ま
さ
に
そ
の
時
点
か
ら
、
恐
怖
が
体

制
の
基
礎
に
据
え
ら
れ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
一
九
五
五
年
夏
に
中
国
の
政
治
体
制
は
新
た
な
質
を
獲
得
し
始
め
た
と
い
い
う
る

の
で
あ
る
。
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２
．
運
動
の
設
計
と
基
本
的
な
思
想

　

反
革
命
分
子
の
大
掛
か
り
な
粛
清
の
開
始
に
あ
た
っ
て
、
運
動
の
最
高
指
導
機
関
と
し
て
党
中
央
に
十
人
小
組
（
当
初
の
メ
ン

バ
ー
は
陸
定
一
、
瀾
涛
、
肖
華
、
周
楊
、
銭
瑛
、
高
克
林
、
梁
国
斌
、
楊
奇
清
、
李
楚
離
、
羅
瑞
卿
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
一
九
五
六
年
七

月
に
最
初
の
四
人
が
王
縦
吾
、
于
江
振
、
李
之
璉
、
裴
孟
飛
に
交
替
す
る
）
が
設
置
さ
れ
た）（（
（

。
こ
れ
は
革
命
期
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
九
名

で
始
ま
っ
た
公
安
委
員
会
、
そ
し
て
ロ
シ
ア
十
月
革
命
直
後
に
誕
生
し
た
反
革
命
、
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
お
よ
び
投
機
取
締
全
ロ
シ
ア
非

常
委
員
会
（
チ
ェ
ー
カ
ー
）
の
組
織
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
同
小
組
は
、
一
九
五
五
年
五
月
、
胡
風
事
件
を
扱
う
た
め
に
党
中
央
に

設
置
さ
れ
た
五
人
小
組
が
二
ヵ
月
後
に
拡
大
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た）（（
（

。
ま
た
各
省
、
市
党
委
員
会
の
も
と
に
五
人
小
組
が
置
か
れ
、

各
地
方
の
粛
反
運
動
を
指
導
し
た
。
五
人
小
組
は
、
そ
の
顔
ぶ
れ
か
ら
み
て
、
各
省
の
副
省
長
を
含
む
組
織
工
作
部
門
、
宣
伝
工
作

部
門
、
お
よ
び
公
安
部
門
の
代
表
者
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た）（（
（

。

　

一
九
五
六
年
二
月
よ
り
、
中
央
十
人
小
組
は
一
ヵ
月
半
ご
と
に
、
そ
し
て
各
地
の
五
人
小
組
は
毎
月
一
度
会
議
を
開
き
、
粛
反
の

進
捗
状
況
に
つ
い
て
検
討
す
る
手
は
ず
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
中
央
十
人
小
組
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
中
央
公
安
部
長
の
羅
瑞
卿
は
、

半
月
に
一
度
、
各
省
市
委
書
記
に
電
話
を
か
け
、
現
地
で
の
粛
反
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
る
と
と
も
に
地
方
指
導
者
た
ち
の
尻
を
叩

く
こ
と
に
な
っ
て
い
た）（（
（

。

　

中
央
十
人
小
組
の
指
導
の
も
と
で
粛
反
を
実
際
に
推
進
し
た
の
は
、
中
央
公
安
部
と
各
地
の
公
安
機
関
で
あ
っ
た
が
、
実
質
的
に

は
中
央
組
織
部
も
こ
の
運
動
に
深
く
関
与
し
た
。
と
い
う
の
も
、
粛
反
は
す
で
に
開
始
さ
れ
て
い
た
幹
部
審
査
運
動
を
飲
み
込
む
形

で
始
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
各
機
関
、
職
場
に
お
い
て
集
め
ら
れ
た
幹
部
の
政
治
的
履
歴
に
関
す
る
調
査
資
料
が
粛
反
の
た
め
に
利

用
さ
れ
、
ま
た
幹
部
審
査
の
人
員
は
す
べ
て
粛
反
工
作
に
投
入
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
幹
部
審
査
の
た
め
の
弁
公
室
は
粛
反
弁
公
室

と
一
体
と
な
っ
た）（（
（

。
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計
画
に
よ
れ
ば
、
五
人
小
組
の
指
導
下
で
、
粛
反
闘
争
は
大
き
く
四
つ
の
段
階
を
踏
む
は
ず
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
準
備
段
階
、

小
組
闘
争
の
段
階
、
専
案
審
査
の
段
階
、
甄
別
定
案
の
段
階
で
あ
る
。
小
組
闘
争
と
は
、「
前
の
段
階
で
掌
握
さ
れ
た
資
料
に
基
づ

き
、
そ
れ
ら
の
証
拠
が
確
実
だ
が
供
述
を
拒
む
反
革
命
分
子
を
闘
争
対
象
に
定
め
、
粛
反
の
専
従
幹
部
、
大
衆
の
積
極
分
子
、
中
堅

分
子
か
ら
な
る
戦
闘
グ
ル
ー
プ
を
成
立
さ
せ
、
大
衆
会
議
を
開
催
し
、
闘
争
対
象
に
対
し
て
審
査
を
行
う
も
の
で
あ
る
」）（（
（

。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
運
動
は
大
衆
の
熱
狂
を
利
用
し
て
疑
わ
し
い
分
子
を
あ
ぶ
り
出
す
よ
う
設
計
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

だ
が
、
熱
狂
は
、
疑
わ
し
い
分
子
に
関
す
る
具
体
的
な
資
料
の
冷
静
な
分
析
と
結
び
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の

た
め
に
設
置
さ
れ
た
の
が
、
専
案
小
組
と
甄
別
小
組
で
あ
っ
た
。
専
案
小
組
と
は
、
小
組
闘
争
で
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
案
件
に

つ
い
て
具
体
的
な
資
料
を
集
め
、
検
討
し
、
結
論
を
下
す
機
関
で
あ
り
、
甄
別
小
組
は
専
案
小
組
が
下
し
た
結
論
を
審
査
し
、
そ
れ

が
不
十
分
で
あ
っ
た
り
、
疑
義
が
あ
っ
た
り
す
る
場
合
、
専
案
小
組
に
つ
き
返
す
権
限
を
も
っ
て
い
た
。
一
九
五
六
年
夏
に
は
、
こ

れ
ら
の
最
後
に
復
査
（
す
な
わ
ち
再
調
査
）
工
作
が
追
加
さ
れ
、
全
部
で
五
段
階
と
な
っ
た）（（
（

。
こ
う
し
た
設
計
か
ら
判
断
す
る
限
り
、

運
動
の
な
か
に
は
大
衆
の
熱
狂
に
依
存
し
な
が
ら
、
粛
清
の
対
象
が
無
制
限
に
拡
大
す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
の
歯
止
め
が
組
み
込

ま
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
一
九
五
五
年
八
月
二
五
日
の
党
中
央
の
自
信
に
満
ち
た
指
示
に
よ
れ
ば
、
今
回
の
運
動
は
、
い
く
ら
か

の
偏
向
を
伴
っ
た
延
安
で
の
幹
部
審
査
運
動
、
建
国
初
期
の
反
革
命
鎮
圧
運
動
、
三
反
運
動
な
ど
と
は
異
な
り
、
健
全
に
展
開
し
う

る
も
の
で
あ
り
、「
警
戒
を
高
め
、
一
切
の
特
務
分
子
を
粛
清
し
、
偏
向
を
防
止
し
、
一
人
の
よ
い
人
間
も
冤
罪
に
陥
れ
な
い
」
と

い
う
目
的
は
達
成
し
う
る
の
で
あ
る）（（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
粛
反
の
制
度
設
計
、
お
よ
び
そ
の
基
本
的
な
思
想
は
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
の
中
国
に
お
け
る
反
革
命
粛
清
に
、
ロ

シ
ア
十
月
革
命
直
後
の
レ
ー
ニ
ン
に
よ
る
粛
清
、
お
よ
び
一
九
三
〇
年
代
の
ス
タ
ー
リ
ン
に
よ
る
粛
清
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
色
彩

を
与
え
て
い
る
。
一
九
五
五
年
夏
の
時
点
で
、
し
た
が
っ
て
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
以
前
の
時
点
に
お
い
て
、
中
国
共
産
党
の
指
導
者
た

ち
が
ど
れ
だ
け
自
ら
の
粛
清
を
ロ
シ
ア
に
お
け
る
粛
清
と
異
な
る
も
の
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
か
は
不
明
だ
が
、
彼
ら
は
あ
る
程
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度
ま
で
粛
清
を
温
和
な
も
の
に
し
よ
う
と
企
図
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
お
そ
ら
く
過
去
の
反
革
命
勢
力
と
の
闘
争
に

お
い
て
自
白
の
強
要
、
拷
問
、
殺
人
が
野
放
図
に
拡
大
し
た
こ
と
へ
の
反
省
だ
け
で
な
く
、
素
性
の
疑
わ
し
い
分
子
で
も
生
産
活
動

を
継
続
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
経
済
的
事
情）（（
（

、
さ
ら
に
は
収
容
施
設
の
不
足
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
た
と
え
反
革
命
分
子
に
認
定
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
た
だ
ち
に
そ
の
人
物
が
「
社
会
的
死
」
に
至
る
こ

と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
五
五
年
八
月
二
五
日
の
党
中
央
の
指
示
に
よ
れ
ば
、
露
わ
に
さ
れ
た
反
革
命
分
子
は
、

罪
が
重
く
死
刑
に
処
す
べ
き
者
と
、
罪
が
軽
く
そ
の
ま
ま
留
用
し
続
け
る
者
の
両
極
端
を
除
い
て
、
次
の
二
種
類
に
分
け
て
処
理
す

べ
き
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
に
よ
る
判
決
後
に
労
働
改
造
に
送
る
者
、
そ
し
て
判
決
が
出
た
後
に
労
働
教
養
に
処
す
る
者

で
あ
る
。
労
働
教
養
と
は
、
完
全
に
人
身
の
自
由
を
失
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
特
定
の
場
所
に
集
め
ら
れ
、
一
定
の
給
与
を
支
払
わ

れ
な
が
ら
生
産
活
動
お
よ
び
再
教
育
に
従
事
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
を
い
う）（（
（

。
も
っ
と
も
、
労
働
教
養
が
実
際
に
開
始
さ
れ
る
の
は
、
一

九
五
七
年
八
月
に
国
務
院
が
「
労
働
教
養
問
題
に
関
す
る
決
定
」
を
発
表
し
た
後
の
こ
と
で
あ
っ
た）（（
（

。

　

粛
反
に
関
す
る
制
度
の
設
計
は
、
以
上
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
比
較
的
周
到
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
粛
清
対
象
の
野
放
図
な
拡

大
と
反
革
命
分
子
と
さ
れ
た
人
々
に
対
す
る
過
酷
な
扱
い
を
避
け
よ
う
と
い
う
意
図
は
、
以
下
の
三
つ
の
要
因
の
組
み
合
わ
せ
に

よ
っ
て
台
無
し
に
さ
れ
た
。
第
一
は
、
粛
反
が
反
革
命
分
子
の
明
確
な
定
義
の
な
い
ま
ま
始
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
運
動
開
始
か

ら
半
年
以
上
も
経
過
し
た
一
九
五
六
年
三
月
に
な
っ
て
や
っ
と
中
央
十
人
小
組
は
反
革
命
分
子
の
定
義
を
含
ん
だ
「
暫
行
規
定
」
を

定
め
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
反
革
命
分
子
と
は
、
以
下
の
一
一
種
類
の
範
疇
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
人
々
を
指
し
た
。（
1
）

特
務
間
諜
、
す
な
わ
ち
一
九
四
九
年
以
前
に
国
民
党
の
特
務
組
織
、
汪
精
衛
の
特
務
組
織
、
も
し
く
は
帝
国
主
義
の
ス
パ
イ
組
織
に

参
加
し
て
い
た
分
子
、
お
よ
び
解
放
後
に
特
務
ス
パ
イ
組
織
に
参
加
し
た
か
、
あ
る
い
は
特
務
ス
パ
イ
機
関
の
指
示
を
受
け
て
潜
伏

し
て
い
る
、
も
し
く
は
派
遣
さ
れ
た
分
子
、（
2
）
反
動
的
政
治
集
団
の
中
核
と
な
る
分
子
、（
（
）
反
動
的
宗
教
組
織
の
親
玉
、

（
（
）
悪
辣
な
ボ
ス
、（
（
）
匪
賊
、（
（
）
胡
風
反
革
命
分
子
集
団
、（
7
）
ト
ロ
ツ
キ
ー
主
義
者
、（
8
）
漢
奸
、（
9
）
蒋
介
石
の
軍
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隊
、
政
府
、
警
察
、
憲
兵
の
人
員
中
の
反
革
命
分
子
、（
10
）
敵
対
す
る
階
級
の
な
か
の
反
革
命
分
子
、（
11
）
そ
の
他
の
現
行
反
革

命
破
壊
活
動
に
携
わ
る
分
子
、
で
あ
る）（（
（

。
中
央
十
人
小
組
は
こ
の
翌
年
秋
に
「
補
充
規
定
」
を
追
加
し
た
。
そ
れ
は
上
記
の
「
暫
行

規
定
」
で
は
具
体
的
に
反
革
命
分
子
を
特
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
各
地
か
ら
摘
発
す
べ
き
分
子
の
同
定
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
質
問
が
中
央
十
人
小
組
に
寄
せ
ら
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
か
つ
て
国
民
党
の
特
務
機
関
で
働
い
て
い
た
料
理
人
は
反
革

命
分
子
か
、
ま
た
同
様
に
特
務
機
関
で
働
い
て
い
た
通
訳
は
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
正
解
は
と
い
え
ば
、
料
理
人
は
反
革
命

分
子
に
属
さ
ず
、
通
訳
は
反
革
命
分
子
に
属
し
た）（（
（

。
だ
が
、「
暫
行
規
定
」
お
よ
び
「
補
充
規
定
」
を
も
っ
て
し
て
も
、
粛
反
の
現

場
が
混
乱
を
免
れ
た
と
は
想
像
し
に
く
い
。
と
い
う
の
も
、
中
国
共
産
党
山
東
省
委
員
会
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
各
地
で
粛
反

を
行
う
担
当
者
に
は
、
党
に
不
満
を
も
つ
者
と
反
党
の
態
度
を
有
す
る
者
、
さ
さ
い
な
不
満
と
反
動
的
言
論
、
技
術
的
事
故
と
政
治

的
事
故
、
一
般
的
な
反
革
命
分
子
と
反
革
命
の
中
核
分
子
、
歴
史
的
な
反
革
命
分
子
と
現
行
反
革
命
分
子
を
つ
ね
に
明
瞭
に
区
別
す

る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る）（（
（

。
こ
れ
ら
を
は
っ
き
り
と
区
別
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
、
も
し
北
京
か
ら
「
左
へ
」
と
い
う
指

示
が
あ
れ
ば
各
地
の
粛
反
担
当
者
は
打
撃
面
を
大
い
に
拡
大
し
、
逆
に
「
右
へ
」
と
い
う
指
示
が
あ
れ
ば
今
度
は
打
撃
面
を
一
気
に

縮
小
し
た
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
に
、
粛
反
運
動
の
開
始
を
告
げ
る
指
示
の
な
か
に
、
党
、
政
府
、
軍
、
お
よ
び
人
民
団
体
の
各
機
関
に
勤
め
る
人
員
の
九
十

数
パ
ー
セ
ン
ト
に
問
題
は
な
く
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
が
反
革
命
分
子
、
あ
る
い
は
破
壊
工
作
を
目
論
む
分
子
で
あ
る
は
ず
だ
と
の

毛
沢
東
の
想
定
が
盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
で
あ
る）（（
（

。
こ
れ
は
運
動
が
「
左
」
に
も
「
右
」
に
も
傾
か
な
い
よ
う
、
す
な
わ
ち
一
方
で
闘

争
対
象
を
不
必
要
に
拡
大
せ
ず
、
他
方
で
一
定
数
の
疑
わ
し
い
分
子
を
確
実
に
あ
ぶ
り
出
す
よ
う
設
定
さ
れ
た
一
種
の
ブ
レ
ー
キ
で

も
あ
り
ア
ク
セ
ル
で
も
あ
る
と
説
明
さ
れ
た
。
羅
瑞
卿
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
そ
れ
は
「
ひ
と
つ
の
『
左
』
を
防
ぐ
と
と
も
に
右
を

も
防
ぐ
が
、
主
に
『
左
』
を
防
ぐ
予
防
線
」
な
の
で
あ
る）（（
（

。
だ
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
粛
反
は
犯
罪
の
具
体
的
な
事
実
か
ら
出
発
し

て
犯
罪
者
に
至
る
の
で
は
な
く
、
政
治
的
に
設
定
さ
れ
た
一
定
数
の
人
間
を
と
も
か
く
も
不
穏
な
分
子
と
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
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そ
の
後
で
事
実
を
発
見
す
る
―
―
場
合
に
よ
っ
て
は
作
り
上
げ
る
―
―
と
い
う
方
法
を
採
る
こ
と
と
な
っ
た
。
加
え
て
、
各
機
関
の

人
員
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
も
が
現
行
の
反
革
命
分
子
で
あ
る
は
ず
は
な
か
っ
た
か
ら
、
必
然
的
に
嫌
疑
は
過
去
に
向
か
う
こ
と
に

な
っ
た）（（
（

。
つ
ま
り
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
目
標
を
満
た
そ
う
と
す
れ
ば
、
人
々
の
過
去
の
履
歴
を
洗
い
出
し
、
歴
史
的
な
反
革
命

分
子
（
と
思
わ
れ
る
人
々
）
を
探
し
出
す
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
山
西
省
太
原
市
の
公
安
局
が
一
九
六
〇
年
五
月
に
作
成
し
た

統
計
資
料
の
示
す
と
こ
ろ
、
一
九
五
五
年
夏
の
粛
反
開
始
以
来
、
同
市
に
お
い
て
反
革
命
分
子
お
よ
び
そ
の
他
の
悪
質
分
子
と
認
定

さ
れ
た
五
、四
五
七
名
の
う
ち
、
現
行
反
革
命
分
子
は
五
三
二
人
（
す
な
わ
ち
全
体
の
九
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
に
す
ぎ
ず
、
歴
史
的
反

革
命
分
子
は
四
、六
〇
一
人
（
八
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
を
数
え
た
。
ま
た
、
現
行
反
革
命
分
子
の
内
訳
を
み
れ
ば
、「
反
革
命
で
右
派
」

と
い
う
範
疇
に
分
類
さ
れ
て
い
る
者
が
三
〇
八
人
、
ま
た
「
普
通
の
反
動
派
で
右
派
」
と
さ
れ
て
い
る
者
が
九
八
人
お
り
、
一
九
五

七
年
春
の
整
風
運
動
時
期
の
言
論
を
問
題
と
さ
れ
た
人
々
が
「
現
行
犯
革
命
分
子
」
の
大
半
を
占
め
て
い
た
と
推
察
し
う
る
の
で
あ

る
）
（（
（

。

　

そ
し
て
第
三
は
、
反
革
命
分
子
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
際
に
大
衆
運
動
の
利
用
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
容
易
に
想
像
で
き

る
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め
捕
え
る
べ
き
人
間
の
目
標
数
を
定
め
、
そ
し
て
大
衆
の
熱
狂
を
利
用
し
て
危
険
分
子
―
―
現
時
点
で
危
険

と
思
わ
れ
る
分
子
と
潜
在
的
に
危
険
と
思
わ
れ
る
分
子
の
両
方
―
―
を
あ
ぶ
り
出
す
方
法
は
、
い
く
ら
慎
重
に
歯
止
め
が
講
じ
ら
れ

て
い
よ
う
と
、
多
数
の
冤
罪
を
生
む
こ
と
を
免
れ
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
各
職
場
に
お
い
て
あ
る
職
員
が
「
疑
わ
し
い
五
パ
ー

セ
ン
ト
」
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
思
え
ば
、
も
っ
と
も
手
っ
取
り
早
い
手
段
は
自
分
以
外
の
職
員
を
告
発
し
て
所
定
の
人

数
を
満
た
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

い
く
つ
も
の
証
拠
に
照
ら
し
て
、
中
央
公
安
部
長
は
大
衆
闘
争
に
依
拠
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
全
面
的
に
で
は
な
く
と
も
、
あ
る

程
度
ま
で
批
判
的
で
あ
っ
た
と
い
い
う
る
。
例
え
ば
、
彼
は
第
六
回
全
国
公
安
会
議
で
次
の
よ
う
に
語
っ
た
と
さ
れ
る
。「
わ
れ
わ

れ
は
な
ぜ
隠
れ
た
闘
争
に
お
け
る
偵
察
工
作
の
重
要
性
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
偵
察
工
作
は
わ
れ
わ
れ
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が
新
た
な
任
務
を
完
成
さ
せ
る
主
要
な
手
段
と
な
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
反
革
命
を
鎮
圧
す
る
闘
争
は
、
す

で
に
比
較
的
暴
露
さ
れ
た
大
量
の
五
つ
の
方
面
に
お
け
る
反
革
命
分
子
を
粛
清
す
る
こ
と
を
主
と
す
る
時
期
か
ら
、
隠
れ
た
反
革
命

分
子
を
粛
清
す
る
こ
と
を
主
と
す
る
新
し
い
時
期
に
入
っ
た
た
め
で
あ
る
」）（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
考
え
で
は
、
今
後
の
反
革
命
分

子
の
捜
索
は
専
門
的
な
訓
練
を
積
ん
だ
人
員
に
よ
る
周
密
な
偵
察
工
作
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る）（（
（

。
そ
れ
は
、

「
大
衆
を
動
員
し
て
粛
反
を
や
ら
せ
れ
ば
、
い
く
ら
か
の
反
革
命
分
子
を
取
り
逃
が
し
て
し
ま
う
し
、
ま
た
や
り
す
ぎ
の
誤
り
を
犯

し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
」）（（
（

か
ら
で
あ
っ
た
。

　

羅
瑞
卿
が
粛
反
を
大
衆
闘
争
に
依
拠
さ
せ
る
こ
と
に
躊
躇
し
て
い
た
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
そ
れ
が
作
り
か
け
の
法
制
度
を
台

無
し
に
す
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
彼
は
第
八
回
全
国
公
安
会
議
で
次
の
よ
う
に
語
っ
た
と
さ
れ
る
。「
…
…
完
全
に
法
制

度
を
順
守
す
る
か
否
か
が
、
今
後
わ
れ
わ
れ
の
工
作
の
質
を
検
証
す
る
重
要
な
標
準
の
ひ
と
つ
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
過
去
に
は
た

だ
綱
領
的
な
性
質
を
も
っ
た
法
律
が
あ
る
だ
け
で
、
大
衆
が
自
ら
手
を
下
す
の
は
正
し
か
っ
た
が
、
現
在
、
状
況
は
変
化
し
た
の
で
、

ど
う
し
て
も
完
全
に
法
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」）（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
羅
瑞
卿
が
そ
れ
に
伴
う
危
険
性
を
あ
る
程
度
ま
で
直
感
的

に
察
知
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
、
目
標
数
値
を
定
め
た
う
え
で
の
大
衆
闘
争
に
依
拠
し
た
反
革
命
分
子
の
摘
発
は
、
専
門
的
な
訓
練
を

積
ん
だ
公
安
機
関
の
人
員
に
よ
る
周
到
な
工
作
、
お
よ
び
法
に
基
づ
い
て
摘
発
を
行
う
こ
と
の
一
定
程
度
の
断
念
の
う
え
に
行
わ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
あ
っ
た
の
は
、
毛
沢
東
が
大
衆
運
動
を
好
ん
だ
こ
と
に
加

え
て
、
専
門
的
な
能
力
を
備
え
た
公
安
機
関
お
よ
び
司
法
機
関
の
人
員
不
足
で
あ
っ
た
ろ
う
。
末
端
の
警
察
人
員
に
文
盲
が
多
く
、

満
足
に
字
を
読
み
書
き
で
き
な
い
状
況
で
は
、
公
安
機
関
に
繊
細
な
振
る
舞
い
を
求
め
て
も
無
駄
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
公
安
機

関
の
末
端
部
分
は
、「
進
め
」、「
止
ま
れ
」、「
右
へ
」、「
左
へ
」
と
い
っ
た
単
純
な
シ
グ
ナ
ル
し
か
理
解
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う）（（
（

。

　

そ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
で
、
反
革
命
分
子
の
粛
清
は
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
数
の
人
々
の
計
画
的
逮
捕
と
殺
害
を
、
大
衆

を
動
員
し
て
進
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
中
国
共
産
党
に
よ
る
計
画
逮
捕
と
計
画
殺
人
は
、
す
で
に
一
九
五
〇
年
代
前
半
に
お
け
る
鎮
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反
の
過
程
で
始
ま
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
始
ま
っ
た
正
確
な
日
付
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
実
践
は
、
お
そ
ら
く
一
九
四
九

年
以
前
の
解
放
区
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
は
旧
ソ
連
に
起
源
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い）（（
（

。
筆
者
は
建
国

直
後
の
時
期
に
お
け
る
最
初
の
全
国
的
規
模
の
殺
人
計
画
を
示
し
た
党
中
央
の
文
書
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
だ
が
、
前

述
の
湖
北
省
に
関
す
る
資
料
を
参
照
す
れ
ば
、
中
国
共
産
党
湖
北
省
委
員
会
が
同
省
に
お
け
る
反
革
命
分
子
の
殺
人
の
目
標
数
を
示

し
た
の
は
、
一
九
五
一
年
二
月
が
最
初
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当
時
、
同
委
員
会
が
党
中
南
局
お
よ
び
毛
沢
東
に
宛
て
た
報
告

書
に
よ
れ
ば
、「
湖
北
に
お
い
て
反
革
命
活
動
は
完
全
に
鎮
圧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
年
の
う
ち
に
さ
ら
に
一
群
を
殺
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
二
年
の
う
ち
に
、
あ
る
い
は
一
九
五
二
年
五
月
以
前
に
、
二
万
人
を
殺
す
見
込
み
で
あ
る
」）（（
（

。
こ
の
数
字
は
い
か

な
る
根
拠
に
基
づ
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
二
五
、〇
〇
〇
人
と
い
う
数
字
が
、
全
省
の
人
口
の
約
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
を

占
め
る
か
ら
で
あ
っ
た）（（
（

。
人
口
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
殺
害
す
べ
き
だ
と
い
う
の
は
、
一
九
五
〇
年
一
〇
月
に
開
催
さ
れ
た
第
二

回
全
国
公
安
会
議
で
の
決
議
事
項
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る）（（
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
殺
人
の
数
値
目
標
の
設
定
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
手
順
で
進
め
ら
れ
た
と
推
察
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず

党
中
央
に
よ
っ
て
、
人
口
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
が
殺
す
べ
き
反
革
命
分
子
で
あ
る
か
が
各
省
に
告
げ
ら
れ
る
。
各
省
は
そ
の
数
字
に
基

づ
き
、
お
お
よ
そ
の
殺
人
目
標
を
定
め
る
。
同
時
に
、
各
県
に
対
し
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
の
実
情
に
基
づ
き
、
殺
人
の
目
標
数
を
申
告

さ
せ
る
。
こ
う
し
て
省
と
県
の
間
で
一
定
の
調
整
が
な
さ
れ
た
後
、
省
は
最
終
的
に
各
県
に
対
し
殺
人
の
目
標
数
を
分
配
す
る
の
で

あ
る
。
そ
の
結
果
、
例
え
ば
、
一
九
五
一
年
一
〇
月
に
中
国
共
産
党
湖
北
省
委
員
会
が
各
県
に
割
り
振
っ
た
殺
人
の
目
標
数
は
、
荊

州
一
、六
〇
〇
人
、
孝
感
一
、二
〇
〇
人
、
黄
岡
一
、三
〇
〇
人
、
大
冶
一
、〇
〇
〇
人
、
宜
昌
七
〇
〇
人
、
鄖
陽
五
〇
〇
人
、
恩
施
五

〇
〇
人
な
ど
と
い
っ
た
具
合
で
あ
っ
た）（（
（

。
こ
れ
ら
の
数
字
が
、
し
ば
し
ば
膨
ら
み
過
ぎ
て
い
る
こ
と
に
省
委
員
会
自
身
も
気
が
つ
い

て
い
た
。
湖
北
省
公
安
庁
は
こ
う
打
ち
明
け
て
い
る
。「
…
…
こ
れ
ら
の
数
字
の
多
く
は
下
か
ら
来
た
も
の
で
、
多
く
は
当
て
推
量

に
基
づ
き
、「
予
算
を
立
て
る
」
態
度
で
、
少
な
い
よ
り
は
多
い
方
が
よ
い
と
考
え
る
」）（（
（

。
し
か
も
こ
れ
ら
の
目
標
数
値
は
し
ば
し
ば
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現
場
の
熱
狂
に
よ
っ
て
顧
み
ら
れ
ず
、
殺
し
す
ぎ
る
傾
向
が
各
地
に
現
れ
た
。
湖
北
省
委
員
会
の
文
書
に
よ
れ
ば
、「
宜
昌
専
区
の

報
告
で
は
、
殺
し
て
も
殺
さ
な
く
て
も
よ
い
者
を
五
二
人
殺
し
た
。
京
山
県
で
も
、
殺
し
て
も
殺
さ
な
く
て
も
よ
い
者
を
三
二
人
殺

し
た
」
の
で
あ
っ
た）（（
（

。
ま
た
、
湖
北
省
公
安
庁
長
の
陳
一
新
が
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
、「
全
省
で
殺
し
た
人
々
の
う
ち
、
殺
し
て

も
殺
さ
な
く
て
も
よ
か
っ
た
者
が
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
も
い
た
」
の
で
あ
っ
た）（（
（

。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
行
き
過
ぎ
が
生
じ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
同
省
公
安
庁
は
そ
の
背
景
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
鎮
反
運
動
の
発
展
は
基
本
的
に
健
康
的
で
正
常
で

あ
る
。
…
…
殺
人
問
題
に
お
い
て
も
、
統
制
は
比
較
的
厳
格
に
な
さ
れ
て
い
る
。
…
…
し
か
し
、
主
と
し
て
区
・
郷
の
幹
部
の
な
か

に
は
依
然
と
し
て
盲
目
的
な
左
傾
的
情
緒
の
持
ち
主
が
お
り
、
鎮
圧
を
も
っ
て
大
衆
運
動
に
代
え
て
し
ま
う
思
想
が
ま
だ
よ
く
克
服

さ
れ
て
い
な
い
。
…
…
区
・
郷
幹
部
に
は
依
然
と
し
て
多
く
殺
そ
う
と
い
う
情
緒
が
あ
る
」）（（
（

。
殺
人
マ
ニ
ア
に
と
り
つ
か
れ
た
地
方

の
党
幹
部
が
、
湖
北
省
政
府
主
席
の
李
先
念
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
大
衆
が
拍
手
す
る
か
し
な
い
か
が
量
刑
の
基
本
的
な
基
準
と
な

る
」）（（
（

状
況
下
で
誰
を
殺
す
べ
き
か
を
決
定
す
る
な
ら
ば
、
過
剰
な
殺
戮
が
生
じ
る
の
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
、
大
衆
の

熱
狂
が
あ
っ
た
場
合
に
は
目
標
数
字
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
失
っ
た
で
あ
ろ
う
。
同
省
公
安
庁
が
一
九
五
二
年
八
月
下
旬
に
示
し
た
数

字
に
よ
れ
ば
、
鎮
反
の
な
か
で
四
六
、二
三
一
名
の
反
革
命
分
子
が
殺
さ
れ
（
す
な
わ
ち
、
当
初
の
目
標
で
あ
っ
た
全
省
人
口
の
〇
・
一

パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
〇
・
一
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
）、
つ
い
で
に
い
え
ば
二
一
、八
一
五
人
が
自
殺
に
追
い
や
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た）（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
反
革
命
粛
清
の
仕
組
み
は
、
運
動
が
十
分
に
統
制
さ
れ
る
よ
う
緻
密
に
作
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
同
時

に
そ
の
仕
組
み
を
狂
わ
せ
る
要
素
を
意
図
的
に
組
み
込
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。「
行
き
過
ぎ
」
は
粛
反
の
な
か
で
、
予
定
さ
れ
て

い
た
要
素
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
不
可
欠
の
要
素
で
さ
え
あ
っ
た
と
い
い
う
る）（（
（

。
そ
れ
に
よ
っ
て
粛
反
の
過
程
は
、
次
節
で
述
べ
る
よ
う

に
、
左
右
へ
の
大
き
な
振
幅
を
経
験
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

一
九
五
〇
年
代
後
半
に
お
け
る
粛
反
に
際
し
て
の
逮
捕
計
画
は
、
五
五
年
夏
の
粛
反
開
始
に
い
く
ら
か
先
ん
じ
て
示
さ
れ
た）（（
（

。
中

央
公
安
部
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
同
年
春
の
文
書
は
、
一
九
五
〇
年
一
〇
月
一
〇
日
か
ら
一
九
五
五
年
第
一
四
半
期
に



20

法学研究	90	巻	8	号（2017：8）

至
る
ま
で
、
全
国
で
逮
捕
さ
れ
た
反
革
命
分
子
と
各
種
犯
罪
者
の
数
が
三
、九
九
九
、九
九
九
名
に
の
ぼ
り
、
そ
の
う
ち
七
六
五
、七

六
一
人
が
殺
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（
一
九
五
五
年
第
一
四
半
期
だ
け
を
と
れ
ば
、
逮
捕
者
数
は
七
六
、四
四
六
名
、
そ
の
う
ち
一
、

九
〇
六
名
を
殺
し
た
と
い
う
）。
そ
し
て
、
一
九
五
五
年
か
ら
五
八
年
ま
で
の
四
年
間
で
逮
捕
す
べ
き
反
革
命
分
子
と
各
種
犯
罪
者
を

「
最
低
計
画
数
字
」
で
は
一
、八
八
七
、〇
一
四
名
、「
最
高
計
画
数
字
」
で
二
、〇
二
五
、三
〇
八
名
と
し
、
五
五
年
は
五
二
万
名
前
後

を
、
続
い
て
五
六
、
五
七
、
五
八
年
は
毎
年
四
〇
万
名
前
後
を
逮
捕
す
る
と
定
め
た）（（
（

。
こ
の
計
画
に
つ
い
て
説
明
し
た
羅
瑞
卿
は
、

決
し
て
単
純
に
数
字
を
追
求
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
な
が
ら
、
一
九
五
五
年
の
逮
捕
目
標
で
あ
る
五
二
万
名
と
い
う
数
字
に
つ
い
て
、

敵
の
気
勢
を
削
ぐ
た
め
に
そ
れ
よ
り
も
少
し
多
め
に
捕
え
る
の
が
適
当
だ
と
述
べ
て
い
る）（（
（

。

　

殺
人
計
画
は
逮
捕
計
画
よ
り
少
し
遅
れ
て
一
九
五
五
年
秋
に
策
定
さ
れ
た
。
中
央
公
安
部
党
組
の
党
中
央
宛
報
告
書
に
よ
れ
ば
、

中
央
公
安
部
は
同
年
七
月
一
五
日
の
党
中
央
の
指
示
に
基
づ
き
、
一
九
五
五
年
後
半
か
ら
五
六
年
末
ま
で
に
全
国
で
殺
す
べ
き
反
革

命
分
子
お
よ
び
各
種
の
犯
罪
分
子
の
数
を
四
八
、七
三
五
名
か
ら
四
九
、九
七
六
名
と
定
め
た
の
で
あ
っ
た
（
一
九
五
五
年
後
半
に
二

〇
、八
四
三
名
か
ら
二
一
、〇
四
三
名
、
そ
し
て
五
六
年
に
は
二
七
、八
九
二
名
か
ら
二
八
、九
三
三
名
を
殺
す
と
し
て
い
る
）。
同
党
組
の
説
明

に
従
え
ば
、「
だ
い
た
い
農
村
で
、
と
く
に
農
村
の
遅
れ
た
郷
で
少
し
多
め
に
殺
し
、
都
市
で
は
少
な
め
に
殺
す
。
少
数
民
族
地
区

で
は
勝
手
に
人
を
殺
し
て
は
な
ら
な
い
」）（（
（

。
全
国
で
殺
す
べ
き
人
々
の
数
が
定
め
ら
れ
た
の
ち
、
各
地
域
に
お
け
る
殺
人
目
標
数
も

確
定
し
た
。
最
も
多
い
数
字
が
割
り
振
ら
れ
た
の
は
四
川
省
で
、
同
省
に
お
い
て
は
一
九
五
五
年
に
三
、八
七
三
人
を
、
五
六
年
に

は
四
、〇
〇
〇
人
を
殺
す
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
た
。
河
南
省
が
そ
れ
に
次
ぎ
、
五
五
年
に
二
、〇
〇
〇
人
を
、
五
六
年
に
は
二
、八
〇

〇
人
を
、
さ
ら
に
そ
れ
に
次
ぐ
湖
北
省
は
五
五
年
に
一
、七
五
〇
人
を
、
五
六
年
に
は
一
、五
〇
〇
人
を
殺
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

殺
人
の
や
り
方
に
つ
い
て
、
こ
の
計
画
を
明
ら
か
に
し
た
文
書
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
犯
罪
者
の
処
刑
は
、
公
開
で
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
教
育
的
意
義
の
あ
る
典
型
的
な
案
件
に
つ
い
て
は
、
計
画
的
に
大
衆
集
会
を
開
き
、
鳴
り
物
入
り
で
処
理
を
行
う
べ

き
で
あ
る
」）（（
（

。
以
上
の
経
緯
か
ら
判
断
し
て
、
粛
反
は
当
初
か
ら
逮
捕
お
よ
び
殺
人
に
関
す
る
計
画
を
伴
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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そ
れ
に
し
て
も
、
中
国
共
産
党
は
人
々
を
教
育
と
説
得
に
よ
っ
て
社
会
主
義
に
取
り
込
む
と
繰
り
返
し
主
張
し
て
い
な
か
っ
た
だ

ろ
う
か）（（
（

。
な
ぜ
逮
捕
に
と
ど
ま
ら
ず
、
大
量
の
殺
人
ま
で
も
が
計
画
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
計
画
の
根
底
に
あ
る
思

想
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
教
育
を
通
じ
て
も
「
改
造
」
不
可
能
な
人
々
が
必
ず
や
存
在
し
、
ま
た
絶
え
ず
新
し
く

誕
生
し
続
け
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
羅
瑞
卿
は
、
一
九
五
五
年
末
、
現
在
の
中
国
に
お
い
て
反
革
命
の
社
会
的
基
礎
と

な
る
人
間
が
二
千
万
人
以
上
い
る
と
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
ら
〔
反
革
命
の
社
会
的
基
礎
と
な
る

人
々
の
こ
と
を
指
す
―
―
高
橋
〕
の
絶
対
多
数
が
長
期
の
改
造
の
道
路
を
経
て
労
働
人
民
と
な
り
、
わ
れ
わ
れ
に
伴
っ
て
社
会
主
義

社
会
に
入
る
こ
と
が
完
全
に
可
能
だ
と
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
国
家
内
で
の
反
革
命
の
社
会

的
基
礎
が
膨
大
で
、
す
で
に
消
滅
さ
れ
た
、
そ
し
て
消
滅
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
階
級
の
な
か
の
多
く
の
人
間
が
必
ず
各
種
の
抵
抗
活
動

を
行
う
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
し
て
彼
ら
の
間
に
一
群
の
反
革
命
分
子
お
よ
び
そ
の
他
の
犯
罪
分
子
が
必
ず
成
長
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と

を
み
て
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」）（（
（

。
か
く
し
て
、
教
育
と
説
得
を
通
じ
て
す
べ
て
の
人
々
を
社
会
主
義
に
引
き
込
む
こ
と
の
断
念

の
う
え
に
、
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
中
国
の
社
会
主
義
は
計
画
的
な
逮
捕
と
殺
人
と
い
う
手
荒
な
手
段
を
通
じ
て
、
自
ら
を
反
革
命
の
現

行
犯
か
ら
だ
け
で
な
く
、
ま
だ
見
ぬ
未
来
の
反
革
命
分
子
か
ら
も
守
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た）（（
（

。

（
1
）　

通
常
の
社
会
科
学
関
連
の
辞
典
に
は
ほ
と
ん
ど
記
載
の
見
当
た
ら
な
い
粛
清
と
い
う
言
葉
を
、
本
稿
で
は
政
治
的
反
対
者
を
物
理
的

に
排
除
す
る
行
為
を
指
す
と
理
解
し
て
お
く
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
処
刑
を
含
む
が
、
そ
れ
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
逮
捕
や

収
容
所
送
り
な
ど
も
含
む
概
念
で
あ
る
。

（
2
）　

銭
理
群
著
、
阿
部
幹
雄
等
訳
『
毛
沢
東
と
中
国
―
―
あ
る
知
識
人
に
よ
る
中
華
人
民
共
和
国
史
』
上
、
青
土
社
、
二
〇
一
二
年
、

二
一
三
頁
。

（
（
）　

同
右
。

（
（
）　

同
右
、
一
一
七
頁
。



22

法学研究	90	巻	8	号（2017：8）

（
（
）　
「
十
大
関
係
論
」（
一
九
五
六
年
四
月
二
五
日
）、『
学
習
文
選
』（
表
紙
に
「
内
部
資
料
、
請
勿
外
伝
」
と
あ
り
）、
出
版
地
・
出
版
社

不
明
、
一
九
六
七
年
、
一
四
三
頁
。

（
（
）　

最
近
出
版
さ
れ
た
文
献
で
は
、
例
え
ば
、
久
保
亨
『
社
会
主
義
へ
の
挑
戦　

一
九
四
五
︲
一
九
七
一
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
、

八
〇
︲
八
二
頁
、Roderick	M

acFarquhar,	ed.,	T
he Politics of China: Sixty Y

ears of the Peopleʼs R
epublic of China,	

T
he	T

hird	E
dition	(N

ew
	Y

ork:	C
am

bridge	U
niversity	Press,	2011),	C

hapter	1:	T
he	E

stablishm
ent	and	

Consolidation	of	the	N
ew

	Regim
e,	pp.	（-8（

を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
中
共
中
央
党
史
研
究
室
編
『
中
国
共
産
党
的
九
十
年
―

―
社
会
主
義
革
命
建
設
時
期
』（
北
京
、
中
共
党
史
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
も
ま
た
こ
の
政
治
運
動
を
素
通
り
し
て
い
る
。
こ
の
運
動

に
関
す
る
数
少
な
い
ま
と
ま
っ
た
記
述
は
、
林
蘊
暉
『
向
社
会
主
義
過
渡
―
―
中
国
経
済
与
社
会
的
転
型
（
一
九
五
三
︲
一
九
五
五
）』

（
中
華
人
民
共
和
国
史
第
二
巻
）、
香
港
中
文
大
学
当
代
中
国
文
化
研
究
中
心
、
二
〇
〇
九
年
、
五
四
八
︲
五
六
四
頁
、
お
よ
び
朱
正
『
反

右
派
闘
争
全
史
』（
上
冊
）、
台
北
、
秀
威
資
訊
科
技
股
份
有
限
公
司
、
二
〇
一
三
年
、
五
九
︲
八
五
頁
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
前
者

は
、
陝
西
省
档
案
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
容
易
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
資
料
を
い
く
ら
か
利
用
し
て
お
り
、
運
動
の
概
要
を
理
解
す
る
に

は
有
用
で
あ
る
。
だ
が
、
両
者
と
も
利
用
す
べ
き
資
料
を
網
羅
的
に
集
め
て
書
か
れ
た
周
到
な
記
述
と
は
い
い
が
た
い
。
ま
た
、
沈
志
華

『
思
考
与
選
択
―
―
従
知
識
分
子
会
議
至
反
右
派
運
動
（
一
九
五
六
︲
一
九
五
七
）』（
中
華
人
民
共
和
国
史
第
三
巻
）、
香
港
中
文
大
学
当

代
中
国
文
化
研
究
中
心
、
二
〇
〇
八
年
、
お
よ
び
『
処
在
十
字
路
口
的
選
択
―
―
一
九
五
六
︲
一
九
五
七
年
的
中
国
』
広
州
、
広
東
人
民

出
版
社
、
二
〇
一
三
年
、
第
一
章
は
主
と
し
て
知
識
人
に
与
え
た
衝
撃
と
い
う
角
度
か
ら
粛
反
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
も
陝
西

省
档
案
館
所
蔵
資
料
お
よ
び
『
内
部
参
考
』
を
利
用
し
た
啓
発
的
な
記
述
で
あ
る
と
は
い
え
、
一
九
五
〇
年
代
の
中
国
に
お
け
る
粛
清
の

全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
よ
り
包
括
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

（
7
）　

中
共
中
央
党
史
研
究
室
編
『
中
国
共
産
党
歴
史
』
第
二
巻
（
一
九
四
九
︲
一
九
七
八
）
上
冊
、
北
京
、
中
央
文
献
出
版
社
、
二
〇
一

一
年
、
二
九
五
︲
三
〇
一
頁
。
粛
反
が
一
九
五
七
年
末
を
も
っ
て
「
基
本
的
に
収
束
し
た
」
と
す
る
見
解
は
、
王
東
主
編
『
中
国
共
産
党

大
辞
典
』、
北
京
、
中
国
広
播
電
視
出
版
社
、
一
九
九
一
年
、
三
〇
七
頁
も
同
様
で
あ
る
。

（
8
）　
「
中
共
中
央
十
人
小
組
関
於
暗
蔵
反
革
命
分
子
運
動
的
総
結
報
告
」（
一
九
六
〇
年
七
月
一
日
）、
中
共
山
東
省
委
粛
反
領
導
小
組
編

『
粛
清
暗
蔵
反
革
命
分
子
運
動
文
件
彙
編
』（
表
紙
に
「
絶
密
資
料
、
不
得
外
伝
」
と
あ
り
。
以
下
、『
粛
反
文
件
』
と
略
す
）、
出
版
地
・

出
版
社
不
明
、（
中
文
出
版
物
服
務
中
心
編
『
中
共
歴
史
重
要
文
献
資
料
彙
編
』
第
二
九
輯
、
公
安
法
制
史
料
専
輯
第
六
分
冊
、
ロ
サ
ン



2（

中国における反革命粛清運動と「一九五七年体制」の起源（上）

ゼ
ル
ス
、
二
〇
〇
二
年
）、
三
二
︲
四
〇
頁
。
本
稿
が
依
拠
す
る
資
料
の
多
く
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
校
東
ア
ジ
ア

図
書
館
所
蔵
資
料
で
あ
る
『
中
共
歴
史
重
要
文
献
資
料
彙
編
』
に
よ
っ
て
い
る
。
以
下
、
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
に
、
本
資
料
を
『
中
共

歴
史
資
料
』
と
略
記
す
る
。

（
9
）　
「
中
共
中
央
十
人
小
組
〝
関
於
粛
反
運
動
的
当
前
情
況
和
一
九
五
六
年
的
工
作
向
中
央
的
報
告
〟
的
批
示
」（
一
九
五
六
年
一
二
月
七

日
）、『
粛
反
文
件
』、
一
九
六
頁
。

（
10
）　
「
中
共
中
央
関
於
開
展
闘
争
粛
清
暗
蔵
反
革
命
分
子
的
指
示
」（
一
九
五
五
年
七
月
一
日
）、
同
右
、
二
︲
一
二
頁
。
こ
の
文
書
の
草

稿
は
、
一
九
五
五
年
六
月
一
六
日
に
中
央
宣
伝
部
長
の
陸
定
一
か
ら
毛
沢
東
に
送
ら
れ
て
い
る
。
党
中
央
に
よ
る
こ
の
文
書
の
発
出
を
基

本
的
に
容
認
し
た
毛
沢
東
は
、
同
月
一
八
日
、
こ
の
文
書
に
つ
い
て
中
央
政
治
局
会
議
で
意
見
を
求
め
る
よ
う
中
央
宣
伝
部
長
に
指
示
し

た
（「
対
中
央
関
於
展
開
闘
争
粛
清
暗
蔵
的
反
革
命
分
子
指
示
稿
的
批
語
」（
一
九
五
五
年
六
月
一
八
日
）、
中
共
中
央
文
献
研
究
室
編

『
建
国
以
来
毛
沢
東
文
稿
』
第
五
冊
、
北
京
、
中
央
文
献
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
、
一
七
九
頁
）。
ま
た
、『
建
国
以
来
劉
少
奇
文
稿
』
の

注
釈
に
よ
っ
て
、
七
月
一
日
指
示
の
直
前
に
「
中
共
中
央
関
於
展
開
闘
争
、
粛
清
暗
蔵
的
反
革
命
分
子
的
指
示
（
草
稿
）」（
一
九
五
五
年

六
月
二
七
日
）、
お
よ
び
「
中
共
中
央
関
於
隔
離
反
省
必
須
辨
好
逮
捕
手
続
的
指
示
（
草
稿
）」（
一
九
五
五
年
六
月
二
四
日
）
な
る
二
つ

の
文
書
が
党
中
央
で
検
討
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
も
ま
た
七
月
一
日
指
示
の
な
か
に
盛
り
込
ま
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

そ
の
う
ち
、
六
月
二
七
日
付
の
草
稿
か
ら
は
、
劉
少
奇
が
毛
沢
東
と
同
様
、
粛
反
に
お
け
る
大
衆
運
動
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。
中
共
中
央
文
献
研
究
室
編
『
建
国
以
来
劉
少
奇
文
稿
』
第
七
冊
、
北
京
、
中
央
文
献
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
、
二
三
六

︲
二
四
一
頁
。

（
11
）　
「
羅
瑞
卿
同
志
在
第
七
次
全
国
公
安
会
議
上
関
於
〝
第
六
次
全
国
公
安
会
議
以
来
的
主
要
工
作
状
況
和
一
九
五
六
年
全
国
公
安
工
作

計
画
中
的
幾
個
問
題
〟
的
報
告
」（
一
九
五
五
年
一
二
月
一
六
日
）、
第
九
次
全
国
公
安
会
議
秘
書
処
『
歴
届
全
国
公
安
会
議
文
件
彙
編　

一
九
四
九
年
一
〇
月
︲
一
九
五
七
年
九
月
』（
以
下
、『
歴
届
全
国
公
安
会
議
文
件
』
と
略
す
）、
出
版
地
・
出
版
社
不
明
、
一
九
五
八
年

九
月
（『
中
共
歴
史
資
料
』
第
二
九
輯
、
公
安
法
制
史
料
専
輯
第
五
二
分
冊
、
二
〇
一
四
年
）、
三
三
頁
。

（
12
）　
「
中
共
中
央
関
於
批
准
中
央
公
安
部
〝
一
九
五
五
年
公
安
工
作
計
画
〟
的
指
示
」（
一
九
五
五
年
二
月
一
九
日
）、
同
右
、
二
四
三
頁
。

（
1（
）　
「
中
央
関
於
全
党
更
加
提
高
警
惕
性
加
強
同
反
革
命
分
子
和
各
種
犯
罪
分
子
進
行
闘
争
的
指
示
」（
一
九
五
五
年
五
月
）、
中
共
中
央

組
織
部
辧
公
庁
編
『
組
織
工
作
文
件
選
編　

一
九
五
五
年
』（
表
紙
に
「
絶
密
」
と
あ
り
）、
出
版
地
・
出
版
社
不
明
、
一
九
八
〇
年



2（

法学研究	90	巻	8	号（2017：8）

（『
中
共
歴
史
資
料
』
第
二
八
輯
、
内
部
政
策
文
件
性
史
料
専
輯
第
六
八
分
冊
、
二
〇
〇
九
年
）、
三
六
︲
三
七
頁
。

（
1（
）　

例
え
ば
、
前
掲
『
中
国
共
産
党
的
九
十
年
―
―
社
会
主
義
革
命
和
建
設
時
期
』、
四
五
四
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
1（
）　
「
羅
瑞
卿
同
志
在
一
九
五
六
年
六
月
全
国
公
安
庁
、
局
長
会
議
上
関
於
〝
堅
決
貫
徹
中
央
関
於
加
強
同
反
革
命
分
子
和
各
種
犯
罪
分

子
作
闘
争
的
指
示
〟
的
報
告
（
提
綱
）」（
日
付
不
明
、
し
か
し
内
容
か
ら
判
断
し
て
一
九
五
六
年
六
月
一
五
日
よ
り
数
日
前
の
指
示
と
み

ら
れ
る
）、『
歴
届
全
国
公
安
会
議
文
件
』、
二
九
一
頁
。

（
1（
）　

当
時
、
中
国
の
ソ
連
に
学
ぼ
う
と
す
る
様
々
な
方
面
に
お
け
る
努
力
は
、
公
安
の
組
織
と
活
動
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
五
五

年
一
二
月
に
開
催
さ
れ
た
第
七
次
全
国
公
安
会
議
の
場
で
、
周
興
（
中
央
公
安
部
副
部
長
）
に
よ
る
「
公
安
訪
ソ
代
表
団
の
報
告
」
が
配

付
さ
れ
た
と
の
報
告
が
あ
る
。「
中
央
公
安
部
党
組
関
於
第
七
次
全
国
公
安
会
議
向
中
央
和
主
席
的
会
後
報
告
」（
一
九
五
六
年
二
月
一
一

日
）、『
歴
届
全
国
公
安
会
議
文
件
』、
三
一
九
頁
。
だ
が
、
当
該
報
告
書
そ
れ
自
体
は
こ
の
資
料
集
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

（
17
）　
「
中
共
中
央
関
於
開
展
闘
争
粛
清
暗
蔵
反
革
命
分
子
的
指
示
」（
一
九
五
五
年
七
月
一
日
）、『
粛
反
文
件
』、
二
頁
。

（
18
）　
「
中
央
対
牟
宜
同
志
給
肖
華
同
志
的
信
及
羅
瑞
卿
同
志
関
於
政
治
騙
子
李
万
銘
的
情
況
報
告
的
批
語
」（
一
九
五
五
年
三
月
）、『
組
織

工
作
文
献
選
編	

一
九
五
五
年
』、
二
二
頁
。

（
19
）　
『
楊
尚
昆
日
記
』（
上
）、
北
京
、
中
央
文
献
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
、
二
〇
五
頁
。

（
20
）　
「
羅
瑞
卿
同
志
在
第
七
次
全
国
公
安
会
議
上
関
於
〝
第
六
次
全
国
公
安
会
議
以
来
的
主
要
工
作
状
況
和
一
九
五
六
年
全
国
公
安
工
作

計
画
中
的
幾
個
問
題
〟
的
報
告
」（
一
九
五
五
年
一
二
月
一
六
日
）、『
歴
届
全
国
公
安
会
議
文
件
』、
三
三
九
頁
。
名
の
知
ら
れ
た
文
芸
理

論
家
で
あ
っ
た
胡
風
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
行
わ
れ
た
三
度
に
及
ぶ
再
審
査
の
結
果
、
全
面
的
に
名
誉
回
復
が
な
さ
れ
た
。

（
21
）　

こ
の
事
件
の
経
緯
に
つ
い
て
の
最
も
詳
細
な
記
述
は
、Steve	T

sang,	

“Target	Zhou	Enlai:	T
he	ʻK

ashm
ir	Princessʼ	

Incident	of	19（（,

”	China Q
uarterly,	N

o.	1（9	(Septem
ber	199（).

（
22
）　
「
競
争
を
ど
う
組
織
す
る
か
」（
一
九
一
七
年
一
二
月
二
五
︲
二
八
日
）、
ソ
同
盟
共
産
党
中
央
委
員
会
付
属
マ
ル
ク
ス
＝
エ
ン
ゲ
ル

ス
＝
レ
ー
ニ
ン
研
究
所
編
、
マ
ル
ク
ス
＝
レ
ー
ニ
ン
主
義
研
究
所
訳
『
レ
ー
ニ
ン
全
集
』
第
二
六
巻
、
大
月
書
店
、
一
九
七
二
年
、
四
二

三
頁
。
ほ
ぼ
同
じ
頃
、
レ
ー
ニ
ン
は
ジ
ェ
ル
ジ
ン
ス
キ
ー
に
宛
て
て
、「
反
革
命
分
子
と
怠
業
に
対
す
る
非
常
撲
滅
手
段
が
必
要
で
あ
る
」

と
書
い
て
い
る
。「
エ
フ
・
エ
・
ゼ
ル
ジ
ン
ス
キ
ー
へ
の
覚
え
書
き
」（
一
九
一
七
年
一
二
月
七
日
）、
同
上
、
三
八
三
頁
。

（
2（
）　

中
国
共
産
党
の
歴
史
に
関
す
る
多
く
の
論
争
点
を
網
羅
的
に
紹
介
し
て
い
る
劉
書
楷
、
郭
思
敏
主
編
『
中
国
共
産
党
歴
史
辨
疑
』、
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北
京
、
中
央
文
献
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、
六
四
八
︲
六
五
一
頁
は
、
鎮
反
の
収
束
時
期
に
つ
い
て
、
一
九
五
二
年
末
、
一
九
五
三
年
前

半
、
一
九
五
三
年
秋
の
三
説
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
羅
瑞
卿
は
後
に
、
一
九
五
三
年
前
半
を
も
っ
て
反
革
命
分
子
に
対
し
て
厳
し
い
打
撃

を
与
え
る
時
期
は
終
了
し
た
と
述
べ
て
い
る
。「
関
於
九
年
闘
争
総
結
的
幾
個
問
題
」（
一
九
五
八
年
七
月
三
一
日
）、
公
安
部
『
羅
瑞
卿

論
人
民
公
安
工
作
』
編
集
組
編
『
羅
瑞
卿
論
人
民
公
安
工
作
―
―
一
九
四
九
︲
一
九
五
九
』、
北
京
、
群
衆
出
版
社
、
四
一
二
頁
。
困
惑

さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
、
前
掲
『
中
国
共
産
党
歴
史
』
第
二
巻
（
一
九
四
九
︲
一
九
七
八
）
上
冊
、
四
九
頁
、
お
よ
び
前
掲
『
中
国
共
産
党

的
九
十
年
―
―
社
会
主
義
革
命
和
建
設
時
期
』、
三
八
七
︲
三
八
八
頁
は
い
ず
れ
も
、
全
国
規
模
の
反
革
命
鎮
圧
運
動
は
一
九
五
一
年
一

〇
月
末
を
も
っ
て
「
基
本
的
に
終
了
し
た
」
と
記
し
て
い
る
。

（
2（
）　
「
湖
北
省
公
安
庁
関
於
目
前
本
省
鎮
圧
運
動
基
本
状
況
的
報
告
」（
一
九
五
二
年
八
月
二
六
日
）、
湖
北
省
公
安
庁
編
『
九
年
来
省
委

有
関
鎮
反
闘
争
的
指
示
及
歴
次
省
公
安
会
議
文
件
彙
編
』（
以
下
、『
湖
北
省
文
件
』
と
略
す
）、
出
版
地
・
出
版
社
不
明
、
一
九
五
八
年

一
〇
月
（『
中
共
歴
史
資
料
』
第
二
九
輯
、
公
安
法
制
史
料
専
輯
第
四
九
分
冊
、
二
〇
一
四
年
）、
五
九
頁
。

（
2（
）　
「
陳
一
新
同
志
関
於
取
締
反
動
会
道
門
工
作
会
議
的
総
結
」（
一
九
五
三
年
三
月
）、
同
右
、
一
〇
一
頁
。
会
道
門
と
は
、
民
間
の
宗

教
結
社
の
こ
と
を
指
す
。

（
2（
）　
「
省
委
関
於
取
締
反
動
会
道
門
結
束
工
作
的
指
示
」（
一
九
五
三
年
四
月
二
一
日
）、
同
右
、
一
一
〇
頁
。

（
27
）　
「
中
南
局
批
転
湖
北
省
委
関
於
鞏
固
社
会
治
安
打
撃
刑
事
犯
罪
的
破
壊
活
動
的
報
告
」（
一
九
五
四
年
二
月
一
一
日
）、
同
右
、
一
六

九
頁
。

（
28
）　
「
中
共
湖
北
省
委
関
於
厳
歴
鎮
圧
反
革
命
現
行
破
壊
開
展
宣
伝
攻
勢
加
強
城
郷
治
安
的
緊
急
指
示
」（
一
九
五
四
年
四
月
九
日
）、
同

右
、
一
七
二
頁
。

（
29
）　

同
右
。

（
（0
）　
「
陳
一
新
同
志
関
於
一
九
五
五
年
下
半
年
在
全
省
範
囲
深
入
開
展
鎮
圧
反
革
命
闘
争
的
報
告
」（
一
九
五
五
年
七
月
一
六
日
）、
同
右
、

二
六
三
頁
。

（
（1
）　

一
九
五
八
年
夏
の
時
点
で
、
羅
瑞
卿
は
、「
九
年
来
の
」
反
革
命
粛
清
と
い
う
表
現
を
何
度
と
な
く
繰
り
返
し
て
お
り
、
彼
が
一
九

五
〇
年
秋
以
来
の
鎮
反
と
一
九
五
五
年
以
降
の
粛
反
を
ひ
と
ま
と
ま
り
の
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。「
関
於

九
年
闘
争
総
結
的
幾
個
問
題
」（
一
九
五
八
年
七
月
三
一
日
）、
前
掲
『
羅
瑞
卿
論
人
民
公
安
工
作
』、
四
〇
六
︲
四
三
四
頁
。
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（
（2
）　
「
一
年
来
人
民
公
安
工
作
的
成
就
和
今
後
任
務
」（
一
九
五
〇
年
一
月
一
日
）、
同
右
、
三
七
頁
。

（
（（
）　

例
え
ば
、
彼
は
一
九
五
二
年
秋
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
と
さ
れ
る
。「
大
量
の
反
革
命
分
子
は
す
で
に
鎮
圧
さ
れ
た
。
全
国
で

は
殺
人
に
よ
っ
て
す
で
に
少
な
か
ら
ず
の
広
大
な
土
地
で
土
地
改
革
が
完
成
し
、
内
地
に
残
留
し
て
い
る
土
匪
も
す
で
に
基
本
的
に
粛
清

さ
れ
た
。
鎮
反
は
す
で
に
徹
底
し
た
か
、
も
し
く
は
徹
底
に
近
づ
い
て
い
る
」、「
第
五
次
全
国
公
安
会
議
場
的
講
話
」（
一
九
五
二
年
一

〇
月
一
二
日
）、
北
京
政
法
学
院
革
命
委
員
会
「
首
都
政
法
兵
団
」
編
『
打
倒
羅
瑞
卿
―
―
反
革
命
修
正
主
義
分
子
羅
瑞
卿
在
政
法
方
面

的
反
動
言
論
摘
編
』（
以
下
、『
羅
資
料
』
と
記
す
）、
北
京
、
一
九
六
七
年
八
月
（『
中
共
歴
史
資
料
』
第
十
八
輯
、〝
文
革
〟
初
期
有
関

中
共
軍
事
系
統
曁
領
導
人
的
批
判
資
料
専
輯
、
第
四
分
冊
羅
瑞
卿
問
題
（
一
）、
一
九
九
八
年
）、
一
七
頁
。

（
（（
）　
「
在
第
三
次
検
察
工
作
会
議
上
的
講
話
」（
一
九
五
六
年
三
月
二
九
日
）、
同
右
、
一
一
頁
。

（
（（
）　

例
え
ば
、
中
国
共
産
党
山
東
省
委
員
会
は
、
粛
反
が
生
産
現
場
で
歓
迎
さ
れ
て
い
な
い
様
子
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。「
あ
る

幹
部
は
工
作
中
の
す
べ
て
の
欠
点
を
粛
反
の
せ
い
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
粛
反
幹
部
を
攻
撃
し
て
い
る
。
臨
沂
県
生
産
聯
社
主
任
の
王
進

恭
は
全
体
人
員
大
会
で
業
務
工
作
幹
部
を
称
え
た
後
、
粛
反
幹
部
を
批
判
し
て
こ
う
い
っ
た
。『
あ
ん
た
た
ち
は
ど
ん
な
手
柄
を
立
て

た
っ
て
い
う
ん
だ
！　

粛
反
ば
か
り
や
っ
て
業
務
を
や
ら
な
い
。
あ
ん
た
た
ち
に
は
特
殊
な
思
想
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
』」。「
中
共
山

東
省
委
粛
反
領
導
小
組
関
於
第
二
批
粛
反
運
動
的
基
本
情
況
和
今
後
意
見
的
報
告
」（
一
九
五
六
年
九
月
一
七
日
）、『
粛
反
文
件
』、
三
〇

六
頁
。

（
（（
）　
「
中
共
中
央
関
於
粛
清
暗
蔵
的
反
革
命
分
子
的
運
動
在
群
衆
己
経
発
動
之
後
必
須
注
意
保
証
運
動
的
健
康
発
展
的
指
示
」（
一
九
五
五

年
一
〇
月
二
五
日
）、
同
右
、
一
八
頁
。

（
（7
）　

ハ
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
著
、
大
久
保
和
郎
・
大
島
か
お
り
訳
『
全
体
主
義
の
起
原
』
三
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
六
年
、
二
七
七
頁
。

彼
女
は
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。「
…
…
全
体
的
統
治
に
お
け
る
テ
ロ
ル
は
、
反
対
派
弾
圧
の
た
め
に
利
用
さ
れ
は
す
る
も
の
の
、
こ
う
し

た
弾
圧
の
た
ん
な
る
手
段
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
テ
ロ
ル
は
す
べ
て
の
反
対
派
と
無
関
係
に
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
と
全
体
的
に

な
る
。
そ
れ
を
阻
む
も
の
が
一
人
も
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
テ
ロ
ル
は
完
全
な
支
配
権
を
握
る
」、
同
右
、
三
〇
六
頁
。

（
（8
）　
「
羅
瑞
卿
同
志
在
各
省
、
市
委
五
人
小
組
負
責
人
会
議
上
的
総
結
発
言
」（
一
九
五
六
年
七
月
五
日
）、『
粛
反
文
件
』、
一
〇
一
頁
。

中
央
十
人
小
組
は
い
つ
ま
で
設
置
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
九
六
〇
年
七
月
一
日
付
で
同
小
組
の
名
義
で
粛
反
の
総
括
報
告
が
出
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
少
な
く
と
も
同
年
夏
ま
で
は
存
在
し
続
け
た
と
み
ら
れ
る
。「
中
共
中
央
十
人
小
組
関
於
粛
清
暗
蔵
反
革
命
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分
子
運
動
的
総
結
報
告
」（
一
九
六
〇
年
七
月
一
日
）、
同
右
、
三
二
︲
四
四
頁
。

（
（9
）　

中
共
中
央
文
献
研
究
室
編
『
毛
沢
東
年
譜
』
第
二
巻
、
北
京
、
中
央
文
献
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
、
三
九
七
頁
注
を
参
照
の
こ
と
。

（
（0
）　

例
え
ば
、
江
西
省
の
粛
反
五
人
小
組
は
、
江
西
省
公
安
庁
編
『
江
西
省
公
安
史
輯
要
（
一
九
四
九
︲
一
九
九
二
）』（
表
紙
に
「
公
安

機
関
・
内
部
使
用
」
と
あ
り
）、
南
昌
、
出
版
社
不
明
、
一
九
九
四
年
（『
中
共
歴
史
資
料
』
第
二
九
輯
、
公
安
法
制
史
料
専
輯
第
一
〇
分

冊
、
二
〇
一
〇
年
）、
三
二
七
頁
に
よ
れ
ば
、
共
産
党
省
委
員
会
常
務
委
員
、
副
省
長
、
宣
伝
部
長
、
組
織
部
長
、
政
法
委
員
会
書
記
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。

（
（1
）　
「
陸
定
一
同
志
在
各
省
、
市
、
中
央
直
属
機
関
、
中
央
国
家
機
関
和
軍
事
系
統
五
人
小
組
負
責
人
会
議
上
的
総
結
」、『
粛
反
文
件
』、

七
一
頁
。
こ
の
文
書
に
は
日
付
が
な
い
が
、
内
容
か
ら
判
断
す
る
と
、
一
九
五
六
年
一
月
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
（2
）　
「
河
南
省
委
組
織
部
核
心
小
組
関
於
審
幹
工
作
与
粛
反
闘
争
結
合
進
行
的
報
告
」（
一
九
五
五
年
一
二
月
）、
中
共
中
央
組
織
部
編

『
審
幹
工
作
通
報
』（
表
紙
に
「
機
密
文
件
、
不
得
遺
失
、
発
至
県
委
、
定
期
収
回
」
と
あ
り
）
第
一
七
期
（
一
九
五
六
年
三
月
二
二
日
）

（『
中
共
歴
史
資
料
』
特
輯
之
一
一
〇
、
一
九
五
六
～
一
九
六
三
年
期
間
〝
審
幹
〟
工
作
資
料
之
一
、
二
〇
一
六
年
）、
七
︲
一
〇
頁
。

（
（（
）　

前
掲
『
江
西
省
公
安
史
輯
要
（
一
九
四
九
︲
一
九
九
二
）』、
三
二
八
頁
。

（
（（
）　
「
羅
瑞
卿
同
志
在
各
省
、
市
委
五
人
小
組
負
責
人
会
議
上
的
総
結
発
言
」（
一
九
五
六
年
七
月
五
日
）、『
粛
反
文
件
』、
九
五
頁
。

（
（（
）　
「
中
共
中
央
関
於
徹
底
粛
清
暗
蔵
的
反
革
命
分
子
的
指
示
」（
一
九
五
五
年
八
月
二
五
日
）、『
粛
反
文
件
』、
一
〇
頁
。

（
（（
）　

毛
沢
東
は
一
九
五
一
年
五
月
に
開
催
さ
れ
た
第
三
次
全
国
公
安
会
議
の
決
議
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
大
量
の
、
懲
役

刑
に
相
当
す
る
犯
罪
人
は
、
た
い
へ
ん
大
き
い
労
働
力
で
あ
り
…
…
む
だ
飯
を
食
わ
せ
な
い
た
め
に
、
た
だ
ち
に
労
働
改
造
の
仕
事
の
組

織
化
に
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。「
第
三
回
全
国
公
安
会
議
決
議
」（
一
九
五
一
年
五
月
一
五
日
）、
東
京
大
学
近
代
中
国
史
研
究
会

訳
『
毛
沢
東
思
想
万
歳
』（
上
）、
三
一
書
房
、
一
九
七
四
年
、
一
九
頁
。
ま
た
、
羅
瑞
卿
は
、
一
九
五
五
年
一
二
月
一
六
日
に
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。「
少
な
め
に
殺
し
、
一
群
を
有
用
な
労
働
力
と
し
て
残
し
て
お
く
こ
と
は
、
政
治
上
、
経
済
上
、
い
ず
れ
も
利
益
が
大

き
い
」。「
羅
瑞
卿
同
志
在
第
七
次
全
国
公
安
会
議
上
関
於
〝
第
六
次
全
国
公
安
会
議
以
来
的
主
要
工
作
状
況
和
一
九
五
六
年
全
国
公
安
工

作
計
画
中
的
幾
個
問
題
〟
的
報
告
」（
一
九
五
五
年
一
二
月
一
六
日
）、『
歴
届
全
国
公
安
会
議
文
件
』、
三
五
〇
頁
。

（
（7
）　
「
中
共
中
央
関
於
徹
底
粛
清
暗
蔵
的
反
革
命
分
子
的
指
示
」（
一
九
五
五
年
八
月
二
五
日
）、『
粛
反
文
件
』、
一
六
頁
。
羅
瑞
卿
に
よ

れ
ば
、
労
働
教
養
と
は
「
一
種
の
就
業
形
式
」
で
あ
り
、
刑
事
処
分
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
政
治
的
権
利
も
剥
奪
さ
れ
ず
、
し
た
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が
っ
て
法
院
が
こ
れ
を
宣
告
す
る
必
要
は
な
い
。「
羅
瑞
卿
同
志
在
三
月
全
国
公
安
庁
、
局
長
会
議
上
的
総
結
」（
一
九
五
六
年
四
月
五

日
）、『
歴
届
全
国
公
安
会
議
文
件
』、
四
〇
二
︲
四
〇
三
頁
。

（
（8
）　

天
津
市
公
安
庁
局
史
志
工
作
領
導
小
組
辧
公
室
編
『
天
津
公
安
大
事
記
（
一
九
四
九
︲
一
九
八
六
）』（
表
紙
に
「
秘
密
」
と
あ
り
）、

出
版
地
・
出
版
社
不
明
、
一
九
九
一
年
（『
中
共
歴
史
資
料
』
第
二
九
輯
、
公
安
法
制
史
料
専
輯
第
一
一
分
冊
、
二
〇
一
〇
年
）、
一
四
六

頁
。

（
（9
）　
「
中
央
十
人
小
組
関
於
反
革
命
分
子
和
其
他
壊
分
子
的
解
釈
及
処
理
的
政
策
界
限
的
暫
行
規
定
」（
一
九
五
六
年
三
月
一
〇
日
）、
中

国
人
民
解
放
軍
総
政
治
部
保
衛
部
『
粛
反
運
動
文
件
選
編
』、
出
版
地
・
出
版
社
不
明
、
一
九
五
九
年
一
月
（『
中
共
歴
史
資
料
』
第
二
八

輯
、
内
部
政
策
文
件
性
史
料
専
輯
第
九
二
分
冊
、
二
〇
一
〇
年
）、
四
五
︲
五
一
頁
。

（
（0
）　
「
中
央
十
人
小
組
対
〝
関
於
反
革
命
分
子
和
其
他
壊
分
子
的
解
釈
及
処
理
的
政
策
界
限
的
暫
行
規
定
〟
的
補
充
解
釈
」（
一
九
五
七
年

一
一
月
一
五
日
）、
同
右
、
九
二
頁
。

（
（1
）　
「
中
共
山
東
省
委
関
於
当
前
粛
清
暗
蔵
反
革
命
分
子
運
動
情
況
的
検
査
与
注
意
保
証
運
動
健
康
発
展
的
指
示
」（
日
付
不
明
。
し
か
し
、

文
章
の
内
容
か
ら
判
断
し
て
一
九
五
五
年
一
一
月
初
旬
の
文
書
と
み
ら
れ
る
）、『
粛
反
文
件
』、
二
五
〇
頁
。

（
（2
）　
「
中
共
中
央
関
於
開
展
闘
争
粛
清
暗
蔵
的
反
革
命
分
子
的
指
示
」（
一
九
五
五
年
七
月
一
日
）、『
粛
反
文
件
』、
七
頁
。
反
革
命
分
子

が
各
機
関
の
全
体
人
員
の
な
か
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
定
は
、
毛
沢
東
が
六
月
初
旬
に
「
胡
風
反
革
命
集
団
」

を
暴
き
出
す
に
あ
た
り
、
各
党
機
関
に
与
え
る
指
示
を
推
敲
し
て
い
た
際
に
す
で
に
示
さ
れ
て
い
た
。
前
掲
『
毛
沢
東
年
譜
』
第
二
巻
、

三
八
四
頁
。
な
お
、
周
恩
来
に
よ
れ
ば
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
は
、
延
安
時
代
の
経
験
に
基
づ
く
数
字
な
の
で
あ
る
。「
周
恩
来
総
理
在
全

国
省
市
検
察
長
、
法
院
院
長
、
公
安
庁
局
長
連
席
会
議
上
的
報
告
」（
記
録
稿
、
只
発
省
市
領
導
同
志
参
考
、
一
九
五
六
年
七
月
一
五
日
）、

『
歴
届
全
国
公
安
会
議
文
件
』、
四
七
四
頁
。

（
（（
）　
「
羅
瑞
卿
同
志
在
十
五
省
、
市
委
、
中
央
直
属
機
関
和
中
央
国
家
機
関
党
委
、
総
政
治
部
五
人
小
組
負
責
人
会
議
上
的
総
結
紀
要
」

（
一
九
五
六
年
三
月
二
六
日
）、『
粛
反
文
件
』、
八
一
頁
。

（
（（
）　

朱
正
、
前
掲
書
、
六
七
頁
。

（
（（
）　
「
定
案
為
反
、
壊
分
子
性
質
分
類
表
」、
中
共
山
西
省
太
原
市
委
員
会
五
人
小
組
辧
公
室
『
粛
反
工
作
資
料
彙
集
』（
表
紙
に
「
絶
密

文
献
、
注
意
保
存
」
と
あ
り
）、
出
版
地
・
出
版
社
不
明
、
一
九
六
〇
年
五
月
（『
中
共
歴
史
資
料
』
第
二
五
輯
、
一
九
六
〇
年
代
前
半
期
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史
料
専
輯
第
四
一
分
冊
、
二
〇
一
三
年
）、
三
五
九
頁
。
こ
の
分
類
表
は
、
一
九
五
六
年
三
月
の
「
暫
行
規
定
」
に
お
い
て
中
央
十
人
小

組
が
示
し
た
反
革
命
分
子
を
分
類
す
る
た
め
の
範
疇
が
、
反
右
派
闘
争
開
始
後
に
増
加
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ

で
は
反
革
命
分
子
は
ま
ず
大
き
く
現
行
反
革
命
分
子
と
歴
史
反
革
命
分
子
に
分
け
ら
れ
、
前
者
は
さ
ら
に
（
1
）
派
遣
さ
れ
、
も
し
く
は

潜
伏
し
て
い
る
特
務
、（
2
）
現
行
反
革
命
組
織
集
団
の
メ
ン
バ
ー
、（
（
）
反
革
命
で
右
派
、（
（
）
普
通
の
反
動
派
で
右
派
、（
（
）
そ

の
他
現
行
反
革
命
破
壊
分
子
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
後
者
は
、（
1
）
歴
史
特
務
、（
2
）
反
動
的
政
治
集
団
の
中
核
分
子
、（
（
）

反
動
的
宗
教
組
織
の
頭
目
、（
（
）
悪
辣
な
ボ
ス
、（
（
）
土
匪
、（
（
）
ト
ロ
ツ
キ
ー
派
、（
7
）
漢
奸
、（
8
）
蒋
介
石
の
軍
隊
、
政
府
、

警
察
、
憲
兵
の
人
員
中
の
反
革
命
分
子
、（
9
）
敵
対
階
級
中
の
反
革
命
分
子
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
も
は
や
「
胡
風
反
革

命
集
団
分
子
」
と
い
う
範
疇
は
見
当
た
ら
な
い
。

（
（（
）　
「
在
第
六
次
全
国
公
安
会
議
上
的
講
話
」（
一
九
五
四
年
五
月
一
七
日
）、『
羅
資
料
』、
三
九
頁
。

（
（7
）　
「
在
第
二
次
全
国
偵
察
工
作
会
議
上
的
講
話
」（
一
九
五
二
年
八
月
八
日
）、
同
右
、
四
〇
頁
。

（
（8
）　
「
我
国
粛
反
闘
争
的
成
就
和
今
後
的
任
務
」（
一
九
五
七
年
一
二
月
四
日
）、
同
右
、
三
七
頁
。

（
（9
）　
「
在
第
八
次
全
国
公
安
会
議
上
的
総
結
報
告
」（
一
九
五
六
年
一
二
月
二
八
日
）、
同
右
、
四
九
頁
。
つ
い
で
に
い
え
ば
、
反
革
命
粛

清
を
法
に
則
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
こ
と
が
、
後
の
文
化
大
革
命
に
際
し
て
羅
に
与
え
ら
れ
た
罪
状
の
ひ
と
つ
と

な
っ
た
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
独
裁
は
、
い
か
な
る
法
に
よ
っ
て
も
束
縛
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
権
力
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
文
化
大
革
命

時
代
の
支
配
的
な
考
え
方
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
（0
）　

中
央
公
安
部
の
あ
る
報
告
書
は
人
民
警
察
の
現
状
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
文
化
教
育
水
準
を
高
め
、
高
級
小
学
校

語
文
程
度
に
達
し
な
い
者
を
年
内
に
高
級
小
学
校
語
文
の
水
準
に
高
め
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
字
を
読
め
な
い
、
あ
る
い
は
少
し
し
か
知

ら
な
い
者
を
初
級
小
学
校
語
文
の
水
準
に
高
め
る
」。「
中
央
公
安
部
党
組
関
於
第
七
次
全
国
公
安
会
議
向
中
央
和
主
席
的
会
後
報
告
」

（
一
九
五
六
年
二
月
一
一
日
）、『
歴
届
全
国
公
安
会
議
文
件
』、
三
二
六
頁
。

（
（1
）　

示
唆
的
な
記
述
は
、
Ａ
・
ソ
ル
ジ
ェ
ニ
ー
ツ
ィ
ン
著
、
木
村
浩
訳
『
収
容
所
群
島　

一
九
一
八
︲
一
九
五
六　

文
学
的
考
察
』
１
、

新
潮
社
、
一
九
七
五
年
、
二
八
頁
に
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
旧
ソ
連
に
お
い
て
、
誰
を
捕
ら
え
る
べ
き
で
誰
に
触
れ

て
は
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
、
粛
清
を
担
当
す
る
機
関
自
身
が
は
っ
き
り
し
な
い
状
況
下
で
、
機
関
が
ひ
た
す
ら
目
標
数
を
達
成
し
よ
う

と
す
る
姿
で
あ
る
。
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（
（2
）　
「
中
共
湖
北
省
委
関
於
鎮
反
工
作
向
中
共
中
南
局
和
毛
主
席
的
報
告
」（
一
九
五
一
年
二
月
一
〇
日
）、『
湖
北
省
文
件
』、
二
八
︲
二

九
頁
。

（
（（
）　
「
中
共
湖
北
省
委
継
続
執
行
鎮
圧
反
革
命
的
計
画
」（
一
九
五
一
年
二
月
一
五
日
）、
同
右
、
三
〇
頁
。

（
（（
）　
「
李
先
念
主
席
総
結
報
告
記
録
摘
要
」（
一
九
五
一
年
六
月
）、
同
右
、
三
四
︲
三
五
頁
。

（
（（
）　
「
中
共
湖
北
省
委
関
於
群
衆
運
動
当
中
捕
殺
反
革
命
問
題
的
指
示
（
草
稿
）」（
一
九
五
二
年
二
月
四
日
）、
同
右
、
五
二
頁
。

（
（（
）　
「
湖
北
省
公
安
庁
関
於
目
前
本
省
鎮
圧
運
動
基
本
情
況
的
報
告
」（
一
九
五
二
年
八
月
二
六
日
）、
同
右
、
六
〇
︲
六
一
頁
。

（
（7
）　
「
湖
北
省
鎮
圧
反
革
命
情
況
的
総
結
及
今
後
闘
争
任
務
」（
一
九
五
一
年
一
〇
月
一
二
日
）、
同
右
、
四
二
頁
。

（
（8
）　

陳
一
新
庁
長
「
在
全
省
第
二
次
公
安
局
長
会
議
上
的
報
告
」（
一
九
五
二
年
一
一
月
一
六
日
）、
同
右
、
六
六
頁
。

（
（9
）　
「
湖
北
省
公
安
庁
関
於
目
前
本
省
鎮
圧
運
動
基
本
情
況
的
報
告
」（
一
九
五
二
年
八
月
二
六
日
）、
同
右
、
五
七
頁
。

（
70
）　
「
李
先
念
主
席
総
結
報
告
記
録
摘
要
」（
一
九
五
一
年
六
月
）、
同
右
、
三
四
頁
。

（
71
）　

同
右
、
五
四
頁
お
よ
び
五
八
頁
。

（
72
）　

こ
の
点
に
お
い
て
、
毛
沢
東
の
反
革
命
粛
清
は
ス
タ
ー
リ
ン
の
テ
ロ
ル
と
共
通
点
を
も
っ
て
い
る
と
い
い
う
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
の
テ

ロ
ル
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
Ｏ
・
フ
レ
ヴ
ニ
ュ
ー
ク
著
、
富
田
武
訳
『
ス
タ
ー
リ
ン
の
大
テ
ロ
ル
―
―
恐
怖
政
治
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
抵
抗

の
諸
相
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
二
六
七
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
7（
）　

羅
瑞
卿
は
、
一
九
五
三
年
と
五
四
年
は
逮
捕
・
殺
人
計
画
を
立
て
な
か
っ
た
と
後
に
述
べ
て
い
る
。「
羅
瑞
卿
同
志
在
三
月
全
国
公

安
庁
、
局
長
会
議
上
的
総
結
」、『
歴
届
全
国
公
安
会
議
文
件
』（
一
九
五
六
年
四
月
五
日
）、
三
九
九
頁
。
筆
者
が
調
べ
た
限
り
、
た
し
か

に
一
九
五
三
年
と
五
四
年
の
逮
捕
・
殺
人
計
画
は
い
か
な
る
資
料
に
も
見
当
た
ら
な
い
。

（
7（
）　
「
一
九
五
五
年
到
一
九
五
八
年
全
国
逮
捕
反
革
命
分
子
和
各
種
犯
罪
分
子
的
計
画
綱
要
」（
こ
の
文
書
に
は
日
付
が
な
い
。
し
か
し
、

内
容
か
ら
判
断
し
て
、
一
九
五
五
年
春
の
文
書
と
み
ら
れ
る
）、『
歴
届
全
国
公
安
会
議
文
件
』、
二
七
二
︲
二
七
三
頁
。
こ
の
資
料
集
に

は
、「
綱
要
」
に
続
い
て
「
一
九
五
五
年
度
全
国
逮
捕
反
革
命
分
子
和
各
種
犯
罪
分
子
的
具
体
計
画
」（
絶
密
）
な
る
文
書
が
収
録
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
五
年
に
全
国
で
逮
捕
す
べ
き
反
革
命
分
子
お
よ
び
各
種
犯
罪
者
の
数
は
、
正
確
に
は
、
最
低
で
五
一
九
、

九
七
三
名
、
最
高
で
五
三
七
、一
五
八
名
で
あ
る
（
同
右
、
二
七
六
頁
）。

（
7（
）　
「
羅
瑞
卿
同
志
在
一
九
五
六
年
六
月
全
国
公
安
庁
、
局
長
会
議
上
関
於
〝
堅
決
貫
徹
中
央
関
於
加
強
同
反
革
命
分
子
和
各
種
犯
罪
分
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子
作
闘
争
的
指
示
〟
的
報
告
（
提
綱
）」（
日
付
不
明
、
し
か
し
内
容
か
ら
判
断
し
て
一
九
五
五
年
六
月
一
五
日
よ
り
数
日
前
の
指
示
と
み

ら
れ
る
）、
同
右
、
二
九
六
︲
二
九
七
頁
。

（
7（
）　
「
中
央
公
安
部
党
組
関
於
九
月
、
十
月
両
次
庁
、
局
長
会
議
的
情
況
向
主
席
、
中
央
的
報
告
」（
一
九
五
五
年
一
〇
月
二
六
日
）、
同

右
、
三
一
一
頁
。

（
77
）　
「
一
九
五
五
年
下
半
年
至
一
九
五
六
年
底
全
国
殺
反
革
命
分
子
和
各
種
犯
罪
分
子
計
画
」（
こ
の
文
書
に
は
日
付
が
な
い
が
、
内
容
か

ら
判
断
す
れ
ば
、
一
九
五
五
年
一
〇
月
下
旬
に
作
成
さ
れ
た
文
書
と
み
ら
れ
る
）、
同
右
、
三
一
一
︲
三
一
三
頁
。

（
78
）　

毛
沢
東
に
よ
る
よ
く
知
ら
れ
た
全
国
政
治
協
商
会
議
第
一
期
第
二
次
会
議
の
閉
幕
の
辞
は
こ
う
で
あ
る
。「
人
民
に
つ
い
て
い
え
ば

…
…
強
制
的
方
法
を
用
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
民
主
的
方
法
を
用
い
る
、
す
な
わ
ち
、
必
ず
彼
ら
を
政
治
活
動
に
参
加
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
彼
ら
に
あ
あ
し
ろ
こ
う
し
ろ
と
強
制
す
る
の
で
は
な
く
、
民
主
的
方
法
を
用
い
て
彼
ら
に
対
し
て
教
育
と
説
得
と
い
う
活
動

を
行
う
の
で
あ
る
」。「
做
一
個
完
全
的
革
命
派
」（
一
九
五
〇
年
六
月
二
三
日
）、『
毛
沢
東
選
集
』
第
五
巻
、
北
京
、
人
民
出
版
社
、
二

八
頁
。
主
席
は
、
一
九
五
六
年
一
月
二
五
日
の
最
高
国
務
会
議
の
開
会
に
際
し
て
も
こ
う
述
べ
た
。「「
わ
れ
わ
れ
の
行
う
社
会
主
義
革
命

が
用
い
る
方
法
は
平
和
的
方
法
で
あ
る
。
こ
の
種
の
方
法
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
共
産
党
の
内
外
に
お
い
て
多
く
の
人
々
が
疑
問
を
提
起

し
て
き
た
。
し
か
し
、
昨
年
夏
以
来
、
農
村
の
合
作
化
運
動
の
高
ま
り
と
、
こ
こ
数
ヵ
月
来
の
都
市
で
の
社
会
主
義
改
造
の
高
ま
り
に

よ
っ
て
、
彼
ら
の
疑
問
は
す
で
に
だ
い
た
い
解
決
し
た
。
わ
が
国
の
条
件
下
で
は
、
平
和
的
な
方
法
、
す
な
わ
ち
教
育
と
説
得
の
方
法
を

用
い
る
の
で
あ
る
」。
前
掲
『
楊
尚
昆
日
記
』（
上
）、
二
三
五
頁
。

（
79
）　
「
羅
瑞
卿
同
志
在
第
七
次
全
国
公
安
会
議
上
関
於
〝
第
六
次
全
国
公
安
会
議
以
来
的
主
要
工
作
状
況
和
一
九
五
六
年
全
国
公
安
工
作

計
画
中
的
幾
個
問
題
〟
的
報
告
」（
一
九
五
五
年
一
二
月
一
六
日
）、『
粛
反
文
件
』、
三
四
五
頁
。

（
80
）　

中
央
に
お
け
る
粛
清
計
画
が
末
端
の
機
関
、
工
場
、
農
場
な
ど
で
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
た
か
を
知
る
こ
と
は
粛
反
の
実
態
を
明
ら

か
に
す
る
う
え
で
不
可
欠
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
を
物
語
る
資
料
は
ご
く
限
ら
れ
て
い
る
。
中
国
共
産
党
北
京
電
力
設
計
分
院
総
支
委
員

会
に
よ
る
粛
反
に
関
す
る
報
告
書
は
、
末
端
レ
ベ
ル
に
お
け
る
粛
反
の
様
子
を
垣
間
見
せ
て
く
れ
る
数
少
な
い
資
料
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
同
分
院
に
お
け
る
粛
反
は
、
党
中
央
に
よ
る
一
九
五
五
年
七
月
一
日
付
の
指
示
を
待
つ
こ
と
な
く
、
す
で
に
同
年
六
月

八
日
よ
り
胡
風
事
件
に
関
す
る
文
献
の
学
習
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
同
分
院
に
は
全
体
で
一
、六
五
五
人
の
職
員
が

い
た
が
、
六
月
二
五
日
以
降
、
五
六
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
相
互
批
判
を
行
っ
た
。
こ
の
資
料
は
、
こ
の
職
場
に
お
け
る
闘
争
に
お
い
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て
、
中
央
十
人
小
組
が
定
め
た
先
述
の
四
段
階
が
忠
実
に
踏
襲
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
小
組
闘
争
は
―
―
果
た
せ
る
か
な
、

「
盲
目
性
が
比
較
的
強
く
、
重
点
と
な
っ
た
人
々
に
対
す
る
打
撃
は
十
分
に
正
確
で
は
な
か
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
―
―
一
九
五
五
年

一
〇
月
か
ら
専
案
審
査
の
段
階
を
迎
え
、
翌
年
三
月
か
ら
は
甄
別
定
案
の
段
階
に
入
っ
た
。
そ
の
間
、
三
四
名
が
専
案
審
査
の
対
象
と
な

り
、
そ
の
う
ち
三
名
が
反
革
命
分
子
、
さ
ら
に
二
名
が
「
そ
の
他
の
悪
質
分
子
」
と
認
定
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
闘
争
対
象
と
さ
れ
た

の
は
職
員
中
の
約
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
こ
の
数
字
は
後
述
す
る
一
九
五
六
年
春
以
降
修
正
さ
れ
た
反
革
命
分
子
の
捜
索
の
目
安
と
一

致
し
て
い
る
。
こ
の
資
料
に
つ
い
て
興
味
深
い
こ
と
の
ひ
と
つ
は
、
一
九
五
五
年
九
月
ま
で
に
、「
積
極
分
子
」
が
五
五
一
名
（
一
二
四

名
の
党
員
、
お
よ
び
二
四
六
名
の
共
産
主
義
青
年
団
員
を
含
む
）
に
ま
で
増
え
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
小
組
闘
争

の
過
程
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
こ
れ
ら
「
積
極
分
子
」
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
批
判
対
象
と
な
っ
た
人
々
に
対
す
る
「
盲

目
的
な
」
打
撃
を
与
え
た
の
は
、
こ
れ
ら
職
員
総
数
の
三
分
の
一
に
も
上
る
、「
上
か
ら
」
の
動
員
に
自
ら
積
極
的
に
応
じ
た
人
々
で

あ
っ
た
。
同
様
に
興
味
深
い
点
は
、
同
分
院
の
粛
反
の
過
程
に
お
い
て
、
職
員
の
過
去
の
履
歴
が
徹
底
的
に
洗
い
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
調
査
隊
が
組
織
さ
れ
、
一
一
の
省
、
五
〇
余
の
都
市
に
派
遣
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
結
果
、
個
人
フ
ァ
イ
ル
が
整

備
さ
れ
、
そ
れ
が
「
幹
部
の
任
免
、
抜
擢
に
と
っ
て
、
か
つ
て
な
か
っ
た
条
件
を
創
り
出
し
た
」
の
で
あ
っ
た
。
中
共
北
京
電
力
設
計
分

院
総
支
委
員
会
「
関
於
粛
清
一
切
暗
蔵
反
革
命
分
子
工
作
総
結
（
初
稿
）」（
表
紙
に
「
党
内
文
件
定
期
収
回
」
と
あ
り
）、
一
九
五
六
年

六
月
、
慶
應
義
塾
大
学
東
ア
ジ
ア
研
究
所
蔵
、
一
︲
一
五
頁
。
粛
反
は
職
場
の
様
相
を
大
き
く
変
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。


